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ははじじめめにに 

 

 働 は大 て る キャリアは会社 る の 一人 り のキャ

リア る て （ 本 実現会 一 の労働 の

年 16日） 

 一人 り のキャリア る る の キャリアは会社 る の

人 は大 る は の

の に るの  

 バ の わ 30 年 は の に に広 日本

の 度 労 度 て 組 て 組

の 向 じ に け

る 社 は の 社 の働 る 業 に  

 の て 社会における の 業 る 業

組 の は じ るの 社 の る る

る は 事育 の ートタイ 務

キャリア の は わめて の る  

 け は に じ 人は の

にお て 就業 る人 の 就業

る人 人 タイ 務 お

け りに の キャリア て る の

人 の の 社会 に め 業の  

 の 長 の実現は る 現に り

ては日本 の 大 け は （日本 本

に る OECD における 1970 年には日本 18 アイ ン は 19

2022 年には 日本 30 に 一 アイ ン は１

て る アイ ン の の は 4.8 2022 年の のデータは

る）  

 は 日本は の  

 一人 り のキャリア る 向に 業組 は の

る 要 るの 大 業 に キャリア る り見 る に

の実 は の 組 の ア る 理 の 働 働 に

て キャリア の り は わ て て るの めの働 の は の  

 大 る め る研究会の 論の一 本報告は お

年度は わ 報告 の ており 次年度の 報告書 に め  

 （ 労働政策研究会 長 諏訪康雄） 
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事事業業実実施施概概要要  

１１ ・・目目   

労働政策研究会（第 1 次）は キャリア権 て 労働政策の大 向 け る

2019 2022年度の 4 年事業 2019年度 に第 1次 報告書 2021年度 に第 2次

報告書 取り め 2023年 3 に 報告書 取り め  

労働政策研究会（第 2 次）は 2023 年 8 に ンバー 一 見直 て （次 ）

2023 年度 2024 年度の 年 本 報告書の キャリア権の 広報 め て

る  

 

第 1 （総論）の は の り る  

第 1章        岩田克彦 一 社団法人ダイバーシティ就労支援機構 理事 

第 2章 第 4章  諏訪康雄 （法政大学名誉教授 研究会 長） 

第 3章          鎌田耕一東洋大学名誉教授 

  

研研究究会会 ンンババーー      （ 書は 2024年 3 31日現 ） 

諏訪康雄 （法政大学名誉教授 研究会 長） 

（ アイ ） 

岩田克彦 （一 社団法人ダイバーシティ就労支援機構 理事） 

（株式会社リク ート リ ー センター所長） 

逢見直人（ 会長 （公財）富士社会教育センター理事長） 

鎌田耕一 （東洋大学名誉教授） 

洋  （法政大学キャリアデ イン学 教授） 

一章 （一 社団法人ダイバーシティ就労支援機構理事） 

白石久喜 （株式会社社会人材研究所 取 所長） 

田久  （株式会社日本総 研究所 理事長） 

（ ーバー） 

労働 政策 総  

石 彦 労働 業 局  

 

22002233年年度度のの実実施施概概要要  

2023年度は 6 の研究会  

 

第第 11 （（22002233年年 1100 2255日日））  

    研究会 ンバー の リートーキン     
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第第 22 （（22002233年年 1122 1144日日））  

    労働 の アリン 見   

 

第第 33 （（22002233年年 1122 1155日日））  

    業 業人材 長 の アリン 見  

 

第第 44 （（22002244年年 日日））  

逢見 の 見  

 

第第 55 （（22002244年年 22 2211日日））  

（１）2023年度報告書に り に 見  

（ ）次 （A社 の アリン ） の 事 の  

 

第第 66 （（22002244年年 2277日日））  

A社（日本のリーディン ン ーの一 ）人事 長 の アリン 見  

 

    



第 1編　総論

第1章
2022年度報告書の要約
事務局

第2章　
企業組織と社員個人の関係変化
諏訪康雄（法政大学名誉教授）

第3章　
労働政策が取組むべき中長期的課題
鎌田耕一（東洋大学名誉教授）

第4章　
これからのセーフティネットとキャリア権
諏訪康雄（法政大学名誉教授）
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第第 11編編  総総論論  

第第 11章章  22002222年年度度報報告告書書のの要要   

事務局 

 

 本章は 第 1次 労働政策研究会（2019年度 2022年度）の め 2022年度報 

告書の要 る  

 

労働政策研究会は 2019年度 2023年度 5年 て る の 2021年度 

2022年度は に 会 式 会 の 式 ン  

イン 式に り り わ て 大 め デ タ の大 に 

業社会 労働政策 大 テー と  

diversity and inclusion と 組織における働き方 、個人 の 点の 要 が 

高 る か、組織 向の発 が にお 、 れを る ら 、企業組織 働  

個 人に の 変化が き、 れに 対 べきかが、回 き 課題と 

れる に  

労働政策研究会 2022年度報告書 は 総論にお て キャリア権 長  

労働政策の り 理  

 

１１  日日本本のの社社会会構構 のの   

（（１１）） 社社会会構構 のの 33 のの   

わ のキャリア る の構 に るには の て 社会構

の に て る てお 要 る ク の

て る  

 

１１）） のの   

はじめ る の の人 は総じて ・ のト ン に る 日本 は

る 総人  2000 年 に て 年の に ーク

の 目 の の長 に る

人 の は における労働 の に直 る に ては

に 事労働に 事 て の社会 には て

て る  

一 ・ 人 （15 65 ）の 年 人 （15 64 ）に

る め 支 る の人 に る 支 る の人 の て に め

る 社会 財政 る て る の就労 の の
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法 要 る に て る  

 

））テテクク ーー のの大大   

年のテク ーの に大 イン クト て るのは 報 の

る ク ン ーティン ・ ・ ティク 現 のみ ィ におけ

る の は目 の る りわけ ワイト ー業務に て リ ートワー

ク・ バイ ワークの 一 に広 業務 セ 務編 業組 の り

大 て る  

に の の 実 る に て

の の テー て て る 石 への 本 に る

には ー る に ーシ テ トータ に り る 要

る 材 業の 法の 本 め る  

の業 の て て 業 り 業

構 大 て て る  

 

）） ーーババ のの   

1980 年 の東 の りわけ 2000 年の の ・

・ ト・ 報の て る に 業

の ーバ の 業の 編 て る て 一 における

事業の 編の ー の各 業・各事業 の目の に に長

る ーバ イ ーン 構 て る 2022 年 2 の シアに る ク イ

に り シア の の る ーバ の には

み る 政 の に 編 の 目 て  

の の 社会構 の に り わ る ・年 る日本

シ テ の 目 て る テク ーの ーバ の は 事業 イク

の の ての 業リ ト ク ャリン の 要 め の の長

て る て に る事業構 める キ

に る人材 タイ リーに るには 人材の 取り み 要に る

人材の の に には 日本 組 に る年 度 年  

一 の人材のキャリア に る社 の け の 大 に る  

りわけ 人 イ に 目 る ・年 る人事 理の は

業 の人 本 に 業 る に る 組み る

・ 康 の 社会 財政 る め 各人

の 年 る 向 り て り 長 働 め る に て る

事業構 の ー る 事業 会社の は り 人 の

一 業 の けに て るの 現実 て  
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の 年 る 向 り て り 長 働 め る に て る

事業構 の ー る 事業 会社の は り 人 の

一 業 の けに て るの 現実 て  
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日本 シ テ の は 各 人 人 に 人

けに める け は 業 には社会 に て 支援 に

シ テ への 要 て る の に る 人 にキャリアの に める

る に て る は 人に ては 業に て め

て ャ ン ン る 人 働 の め

に る り 機に 業 イ ーシ ン 人

キャリ て の る の ャン て る り る  

一 見 ては のは ・ ・ 人・ 日本 シ テ は

労働 ての 務 に け キャリア の の

て 人 の 広 のキャリア の 要 て る る ・年

ては のは に 現 る 社 ・ り の 業 に る

の 式 て の の 式 て て

は 業の 長 の 業 る 要

業に り の り て イ ー て るの

り り は て 社 ・ て働 け は 事・育

に る 業 デ 社会  

の ・ 大 る 長 の 業 る

要 の る 業 りはじめ デ ・人 デ て る に

は り に る の の人材 る

に ・ ・ 人・ の る に 業に ての には

策の て る の 働 人 の

ン イア リティー める に 労働 て け直 の

る キャリア に の 広 る め て る  

 

 労労働働政政策策のの 向向 キキャャリリアア権権  

（（１１）） 業業のの 業業ににおおけけるる のの 向向  

り 労働 の 度 の 業 に 人材育

の 組み て 日本 は 業 大 本研究会

は 日本 る 業 社 の アリン に ーバ への

て る 業は 取り 構 に て る

人材 の育 目 の に 業 人

・ に わ る ート る 組みの構 目 て る  

業 は 向 ては 人材 ントへの 目 る 業

務 人材 の の見 る 組 ・人事 理の 組 ・

の 人事 労 度 の 社会シ テ の （

業 A 社） に て 長 けて テ バイ テ の 取組み ており
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向における ャー支援の 労 ーシ ンの に て る  

現 は 年 に る 教育の 要 て る 業は 一 への

に 業 る に 業にお て 年 働 人材の 年 47

て に は に 年・ 年 人 は 見 ており に

る 向 社会 に る 要 る  

 

（（ ））キキャャリリアア めめ るる   

１１））人人 本本 のの のの   

イ ーシ ン り の には の業務 働 に

わる り は ディティー ー め る の に わ

向に め 業 の 人に て働 に

業 働 人 の り 事 め る ン ー ントに ける

る日本 の 業 る 策 ては にみて に

て 人 業における人 本 の り の見直 わ て る  

 

））キキャャリリアアのの るる理理   

の人は就労 業 （キャリア） る キャリア め ては 法 の に各

の社会 日 み て る  

 

１１  キキャャリリアア権権のの構構   

 

 

（ ） 法には キャリア権に わる る 要 て 25 （ 権）

14 （法の の ） 18 （ の ） 本 人権 て る  
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））11998800  年年 11999900  年年 ににおおけけるるキキャャリリアアにに 目目 るる法法 ・・政政策策のの のの   

政策に てキャリアに 目 る法 政策 に て のは 1980 年

キャリア 日本社会 に広 て て 1990 年 におけるバ

の の め る の て る  

ンバーシ る日本 は 業の に

の構 （ ンバーシ ）に り 人 の て 長 向の ・

長 労働 わ 働 りの 社 にお て に

人労働 社 は 人材 て に け て  

の 人 の わ る に る 日本 政

策 る の の人事 度 社会の

に て に て る の 業 公 に る に て  

 

）） のの   

に に て 報 の 業 の は 業構 就業構

大 て ており の は に に る て る  

テ ワーク り リー ン ワー ーの り イバー に

おける タ ク のワー ー（ ン イン 務 人労働 ）の 現 る  

の 日本 労働政策 労働法 は 実 り にお て 見直

て る  

 

）） 人人のの キキャャリリアア権権 業業組組 人人事事権権  

人の 広 ・ のキャリア権 業組 人事権は 法 には の次

にお の る の現 は る の

は に一 の 要 る 働 キャリア め る り わ る

は キャリア権 人事権 る の の  

 

労労働働政政策策 取取りり組組 長長 キキャャリリアア   

  

（（１１）） にに りり 人人 理理へへのの   

  

１１))  シシ テテ 人人材材育育   

日本の の シ テ は 務 め 長 業 人材 育

る 広 み る の に 業 めるのは の労働

の の は 業 組 に育 る めの 材 ての り

に るのは 研究・学 て は 業大学・学 の り

ーシ ン 人 み 組 り る  
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））11998800  年年 11999900  年年 ににおおけけるるキキャャリリアアにに 目目 るる法法 ・・政政策策のの のの   

政策に てキャリアに 目 る法 政策 に て のは 1980 年

キャリア 日本社会 に広 て て 1990 年 におけるバ

の の め る の て る  

ンバーシ る日本 は 業の に

の構 （ ンバーシ ）に り 人 の て 長 向の ・

長 労働 わ 働 りの 社 にお て に

人労働 社 は 人材 て に け て  

の 人 の わ る に る 日本 政

策 る の の人事 度 社会の

に て に て る の 業 公 に る に て  

 

）） のの   

に に て 報 の 業 の は 業構 就業構

大 て ており の は に に る て る  

テ ワーク り リー ン ワー ーの り イバー に

おける タ ク のワー ー（ ン イン 務 人労働 ）の 現 る  

の 日本 労働政策 労働法 は 実 り にお て 見直

て る  

 

）） 人人のの キキャャリリアア権権 業業組組 人人事事権権  

人の 広 ・ のキャリア権 業組 人事権は 法 には の次

にお の る の現 は る の

は に一 の 要 る 働 キャリア め る り わ る

は キャリア権 人事権 る の の  

 

労労働働政政策策 取取りり組組 長長 キキャャリリアア   

  

（（１１）） にに りり 人人 理理へへのの   

  

１１))  シシ テテ 人人材材育育   

日本の の シ テ は 務 め 長 業 人材 育

る 広 み る の に 業 めるのは の労働

の の は 業 組 に育 る めの 材 ての り

に るのは 研究・学 て は 業大学・学 の り

ーシ ン 人 み 組 り る  
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公 教育 ア デ ク 向 るのは る る 業の 事

る の 教育・ 業教育 学 に て の 日本の学 教育にお

ける 業 リバン （ ）は 学 教育 社会 の じて  

労働 会社に の に就 めには日 の 事 り 会社に

る に る 要 り 人 に の教育 機 取

は 業に り て て労働 てのキャリア の は

の り 要 め 業教育 （CVET: Continuous Vocation Education and 

Training) る本 教育 機 育  

 

))  シシ テテ のの キキャャリリアア   

日本 シ テ る は ンバーシ 業 教育 の は

シ テ る 学 教育 め 業 の教育 の は る 向

る シ テ わ て る 労働 業 社会 の てに 人

材育 ・キャリア における み じ の人に て に て る  

労働 は 学 業キャリア に る わ 業は労働 の

の わ 教育 機 は 教育 労働 業

に の わ みの に て る  

は 日本にお て イ の の労働 り 教育 度 本 に見直

目 は り現実 は の一 （ の 人 ）

は日本の 人の人材 ての は （ ） 学 （ ）

の 向 の キャリア は る  

業 教育 機 の 業 め る に 学 め 教育

機 は 要 教育 ー 業 教育 の に の機会

報 る 学 機会に に向 労働 は る

る 向に社会 て ーディ ート る の る  

 

（（ ）） 年年シシ アア 人人 就就労労 るる社社会会のの実実現現  

に の イト める 向 る て 現 の

シ テ に る には の る 年 の

に 理 る 向 日本 は 組 の

の 人の の の ・ 理

めて じ キャリアの構 リ キリン 一 る 向 る  

の の の労働政策 取り組 の一 目一 る に 論

は 働 け る の タ ント・ イ イン（組 の各 ・

る 人材 る めの 組み）の に る の 要 る  

年シ アに ては ・シ ア の ・ キ 要 リ キリ
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（（ ）） 年年シシ アア 人人 就就労労 るる社社会会のの実実現現  

に の イト める 向 る て 現 の

シ テ に る には の る 年 の

に 理 る 向 日本 は 組 の

の 人の の の ・ 理

めて じ キャリアの構 リ キリン 一 る 向 る  

の の の労働政策 取り組 の一 目一 る に 論

は 働 け る の タ ント・ イ イン（組 の各 ・

る 人材 る めの 組み）の に る の 要 る  

年シ アに ては ・シ ア の ・ キ 要 リ キリ
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ン 務 る 向 り に る 要 る  

人に ては に ア ア に の 日本は人

材 に に る 人に日本 働 所 て て

る の の キャリア の機会 る 要 る  

に て 法 る めに の は ・就労の

各 の キャリア 見 策 ては に て て る

り の 務所 所

の事 働 る人 日本に る  

ての業 業へ一 に の には る イン

の 社会 の けに 長 要 るの

にお ては ・就業の における イク の 就業 就労 式

政策 の る  

 

（（ ））労労働働 のの   

労働 の は の には る

に直 る は に る り り 日本 て る

シ テ り に構 の 労働 て け おの 要

の に る 法 に （ 所の は の は

て り 権 法理の に み て ） 社会の け め て （

業 の ー ン に じ への社 の る） て

る は 社会における  

り ては 労働 の 策 て キャリア の めの教育 の

人材のインターンシ る 業の ・ に 業に る人材 め策 ての

社 公 ・人材要 キャリアの ・ 機会の 見 る  

政 は 労働 の 人材のインターンシ る 業の の る

に への労働 策の一 てデ タ 人材  5 年  230 人育 る

ており 業 は ータ イト  DX の 労働 はデ タ の

業 の 学 は 教育機 のデ タ 人材の育 て る

取組みの一 の 実 め る  

キャリア め る てのキャリア ン タントの の 度 の機会

労働 の キャリア に て の る る  

 

（（ ））キキャャリリアア 支支 るる めめににはは 人人 へへのの のの 本本 要要  

にわ る の ・学 の本 は け ては り て

業 人 の け る 社会の 政策の

実 実現 る わめて 実 のに て て る  
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日本 業の OJT の人 （OJT  OFF JT の研 の  GDP ）は 2010

2014 年 は GDP  0.1 に り （2.08 ） ン （1.78 ） イ （1.20 ）

要 に り に る 1995 1999 年の 0.41  2010 2014 年の 

0.10 へ 向に る） 社 学 る て 人の は

め に て わめて大 る  

業 人 教育・ 学 わ ・就業 の に じて学 ける の

の理 に け の は て に GDP に める人

の OECD み（ ）への の 実に めて 要 る  
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日本 業の OJT の人 （OJT  OFF JT の研 の  GDP ）は 2010

2014 年 は GDP  0.1 に り （2.08 ） ン （1.78 ） イ （1.20 ）

要 に り に る 1995 1999 年の 0.41  2010 2014 年の 

0.10 へ 向に る） 社 学 る て 人の は

め に て わめて大 る  

業 人 教育・ 学 わ ・就業 の に じて学 ける の

の理 に け の は て に GDP に める人

の OECD み（ ）への の 実に めて 要 る  
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第第 22章章  業業組組 社社 人人のの   

諏訪康雄（法政大学名誉教授） 

 

ははじじめめにに  

 業組 社 人の め り の見直 論は バ の 30 年 り

実 て  

リ ト 論 年 の見直 論 論

 

日本 の への 本 見直 論 団 に り に て  

実 にお ては 働 人 の に の への の

法 の に に て  

にお て 業 業 に る には大 て  

て 年にお ては 働 人 本 一 の労働 の政

策 の働 け り 大 業 に わ る への み る に て

て る  

日本社会 の 人の 組 の は わめて る

の は はじめ る東ア ア は て る わ 日

本 は デ タ ト ン ー ーシ ン（ ） け の け は に

る に て の ィ の大 に り テ ワーク

に の けの めに 社 （ め けに 社 ）

の 事 じる に り 政 め見直 る 向  

の に に る労働 る一 人 ー に る社会

の人の目にみ る に て に り （ の 機 ・ ） 業・業

（ の 機 ・ ） 業（ 人 の 機 ・ ） 人（ の見

の就業 への 機 ・ ） に広 て て る  

に て 業組 社 人の の は 人 年 の

に る就業 の長 の 向 の の 人労働 の の

の 向に り の にお て 要 る

ンダ は る に の 向 てみる  

 

１１ テテクク ーー のの   

人 の の に り 業の り

て り クリ イティ 業 度 キ ・ 要 る業務に て AI

デ タ の 働 の る  

りわけ ChatGPT Gemini め る の は

要 る わ て 業務の りの に て る に るの 社
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は各 の テク ー める キ に け て の業務

る に め る に る の は の 業 の り

に に て 業 に る キ 業 の 要

に て る る は の り に大 て に る  

向に り の クト の ー 編 業務 の 式 広 み る

に て 業 は 機 労働 要 に ー ンバーの

リ ートの働 め タイ 社 ートタイ 社 業務 ンバ

ー の ー て業務 に る 各人に の ての

り ー ディン ーシ ン に め ー

リーダーの ント は は 要 る に る  

人材の組み わ に る業務 理の ティー 要 （

長 ンバーシ に 団 ・ ）に の

士の の ・ 業 業 業 に

る（ て り 報 ワーク イ バ ン の る） 向

て  

 

キキシシ 働働 のの   

る各 テク ーの は 団 働 け 人の

・ に 度 業 業の り に る リア の

のア 業の に ン イン 業 の の て

リ ートワーク イ リ ワーク て  

に る 大 社会実 のテ ワーク リ ートワークの

は の ー り ワーク イ バ ン る

働 め に 一 働 人の ン イン業務 理 め る

の に の 理に

て ・ 理 じ 各 の ンタ の

に る テ ワーク リ ートワーク 働

は 業 業 は の

は 社に る 業務 理へ て  

育 ・ 働 人 働 人 人労働

（ りわけ の 労働 ） 業・ 業 （ りわけ 本業 の 業

に る ） の就業 法 ては 事 は

業に て ト・ ー ン の 働 て て り 社会

業 要 る  

りわけ テク ー に り働 所 の て る に り タ

イ 士の育 の の イ タイ に わ 働 る労働
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は各 の テク ー める キ に け て の業務

る に め る に る の は の 業 の り

に に て 業 に る キ 業 の 要

に て る る は の り に大 て に る  

向に り の クト の ー 編 業務 の 式 広 み る

に て 業 は 機 労働 要 に ー ンバーの

リ ートの働 め タイ 社 ートタイ 社 業務 ンバ

ー の ー て業務 に る 各人に の ての

り ー ディン ーシ ン に め ー

リーダーの ント は は 要 る に る  

人材の組み わ に る業務 理の ティー 要 （

長 ンバーシ に 団 ・ ）に の

士の の ・ 業 業 業 に

る（ て り 報 ワーク イ バ ン の る） 向

て  

 

キキシシ 働働 のの   

る各 テク ーの は 団 働 け 人の

・ に 度 業 業の り に る リア の

のア 業の に ン イン 業 の の て

リ ートワーク イ リ ワーク て  

に る 大 社会実 のテ ワーク リ ートワークの

は の ー り ワーク イ バ ン る

働 め に 一 働 人の ン イン業務 理 め る

の に の 理に

て ・ 理 じ 各 の ンタ の

に る テ ワーク リ ートワーク 働

は 業 業 は の

は 社に る 業務 理へ て  

育 ・ 働 人 働 人 人労働

（ りわけ の 労働 ） 業・ 業 （ りわけ 本業 の 業

に る ） の就業 法 ては 事 は

業に て ト・ ー ン の 働 て て り 社会

業 要 る  

りわけ テク ー に り働 所 の て る に り タ

イ 士の育 の の イ タイ に わ 働 る労働
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り 働 め り 業 て 会社への

る る ・ る 人の の 業

て るの 人 業への はテ ワーク リ ートワーク ー の の

は 社 の 業 働 広 り ては り 働 り ワー

ク イ バ ン の向 る  

テ ワーク リ ートワーク け 社 務 組み わ イ リ の働

は に じ 業 の に 実 る に る わ

人 業はテ ワーク リ ートワーク ディ シ ン の会 業の は

社 務 イ リ て の業 にお て て

る  

 

業業務務 理理 めめ るる 報報 のの見見直直   

の り 業務の 労働 人材

の ・ の る り 人 クト ー に

おける わ る  

組 ンバー （ りわけ年次 ） 日本 実 の 事

の 実 に わ り の年 ・ 度 りの の

における み 式 見直 の 度 に 報

る 向は にみ る る る に り 社 は

の に キャリアの る じる 業に

務 け り の 働 めて る わ る  

業は 社 業務 に の キャリア 人材 の の

度 報 に て り社 に に て る

要 て  

 

ダダイイババーーシシテティィ・・ ククイイテティィーー・・イインンクク ーー ンンのの   

 業 の人 構 は バ ク ン 社 に て め る

に る  

社 社 社 業務 就業 就業 式の る人

に る は に広 て る の 目 に

り 人労働 の に大 て る

（育 り り る

） の の日 にみ

る に る  

の の は 育てに わ る社 の 事

の取 業 の 見 る に
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の学 会 会の め 育て社 会 の めに

の の は 業務の に て わ る

の 取 る 教 事の めに

人労働 の は の に 業務 る の社 への 報 は

る 一見 て の の に わ る 一 の人に 度

の る ト ーシ ン り 社 の ント

に り  

けに る の に て

働 公 る 業の人材 向 向 に

て の る 人 教 教育 年 の に わ

ての社 （ クイティー）に わ の る

り 長 にわ る る  

に社 めるキャリア キャリア キャリア に

究 て セ は長 の 度 る の

るに て 社の 業 社 の に 社 る に

る め ・ 理 ・労働組 の 度の わ けて

業 業 け は に ては 労働 における の

わめて 要 る  

 

ンン ーー ンントト ーーイインン へへのの   

 の トへ み は の ティ のへの

て る 社 の ン ー ント（ 事への ト ント） ーイン

（ 康 ）に り る の 要 て る  

業は ト 理 ンタ ート テ ク（ ア） シ ア就

業 の人 の に の は る 要 る の

ーイン りに る人材に ての ン ー ント向 に け

りに て る所 る 年の 日 務（ 日 ） め る 論

ン ー ント ーイン て のダイバーシティ・ クイティー・イン

ク ー ン（ ）の 大 に て る わ る  

 

人人ののキキャャリリアア 向向 実実現現のの   

 実 る （ ・ 実・ ・ ）の る人

材の の 人の は て 業組 社 人 の ての

一 る （ ） は に

に向 めには  

20 70 にわ る 業人 見 には の の 90
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の学 会 会の め 育て社 会 の めに

の の は 業務の に て わ る

の 取 る 教 事の めに

人労働 の は の に 業務 る の社 への 報 は

る 一見 て の の に わ る 一 の人に 度

の る ト ーシ ン り 社 の ント

に り  

けに る の に て

働 公 る 業の人材 向 向 に

て の る 人 教 教育 年 の に わ
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業は ト 理 ンタ ート テ ク（ ア） シ ア就

業 の人 の に の は る 要 る の

ーイン りに る人材に ての ン ー ント向 に け

りに て る所 る 年の 日 務（ 日 ） め る 論

ン ー ント ーイン て のダイバーシティ・ クイティー・イン

ク ー ン（ ）の 大 に て る わ る  

 

人人ののキキャャリリアア 向向 実実現現のの   

 実 る （ ・ 実・ ・ ）の る人
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に向 めには  

20 70 にわ る 業人 見 には の の 90
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の人 にお る 社 人は のキャリア

長機会 に る に て る 学 にお てキャリア教育 け ア バ

イト インターンシ み にキャリア め る 報 の

の に て 業は に キャリア 向 の めのキャ

リア キ ア 教育 る の る 業

務 り てて 社 人の ーシ ン め る

め て 人材の の る て  

 に 業は 人の 人の の て 組

業務 めて に て 要に て 理

ー リーダーの人材 教育 は に 要 り じ

人材 け 業ク イト じて 人材の に

て に る  

 

社社会会 理理のの   

 の の に る け の る に て は

に り大 る  

は 業の社会 （ ） ・社会・ バ ン （ s） 向（ ）

への取り組み 要 る る 理 り 一 の社

業の 社会 に に て る め る 業は

理 実 る 社 人の る 要に

て る りの社 の り の 業 に 大

は は に る の る に り  

の は 業組 社 人の ー に 組

めに 要 る の は に現実の て る

業組 社 人（ る は業務 人） の は の

に て  
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第第 33章章  労労働働政政策策 取取組組 長長   

鎌田耕一（東洋大学名誉教授） 

 

本章は クト の労働政策の キャリア の研究 の り

め る  

  

11 労労働働政政策策のの 長長   

  労労働働政政策策のの現現   

 2018 年の 働 は日本の 社会に大 2023 年に は 労

働 の に る 法 人 の に見 事 に

る 社会 目 労働 に 長 労働政策の て 労働

法 の に の にお て 労働政策の て る  

 

  （（アア）） リリーー ンン にに るる   

第一に 2023 年 4 29日に 事業 の取 の に る法 （ リー ン

法） は 人 業務 業 業務 る （ リー ン

）の取 の 就業 の 目 て る に り の就業 に る

はじめて 現 公 取 会 労働 は リー ン 法の施 に

向けて 政 て る る  

人事業 の お 康 に ては 労働 は 2022 年 5 17 日

の ア ト けて 労働 の大 労働

法の一 人事業 に て て 人事業 の 康 の めの イ

イン 2024年 4 に る る  

 

（（イイ））労労働働   

 第 に 2023 年 6 政 は の労働 の めの （ 一 の労働

） 公 の政 は キャリアは会社 る の 一人 り

のキャリア る て 務 に要 る キ に る

労働 の リ キリン 務 る 度に て 要

る る に り 労働 労働 シー に 社 の

に 労働 の に て 社 ・社 に労働 る に て

日本 業 日本 の る 長の めに 務 る て る  

の め リ キリン に る 向 支援 の 業の実 に じ 務 の 長

への労働 の の 一 の労働 公
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  （（アア）） リリーー ンン にに るる   

第一に 2023 年 4 29日に 事業 の取 の に る法 （ リー ン

法） は 人 業務 業 業務 る （ リー ン

）の取 の 就業 の 目 て る に り の就業 に る

はじめて 現 公 取 会 労働 は リー ン 法の施 に

向けて 政 て る る  

人事業 の お 康 に ては 労働 は 2022 年 5 17 日

の ア ト けて 労働 の大 労働

法の一 人事業 に て て 人事業 の 康 の めの イ

イン 2024年 4 に る る  

 

（（イイ））労労働働   

 第 に 2023 年 6 政 は の労働 の めの （ 一 の労働

） 公 の政 は キャリアは会社 る の 一人 り

のキャリア る て 務 に要 る キ に る

労働 の リ キリン 務 る 度に て 要

る る に り 労働 労働 シー に 社 の

に 労働 の に て 社 ・社 に労働 る に て

日本 業 日本 の る 長の めに 務 る て る  

の め リ キリン に る 向 支援 の 業の実 に じ 務 の 長

への労働 の の 一 の労働 公
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る シ テ への る め 施策 じて る る1  

 

  （（ ））労労働働 法法 のの   

 第 に 労働 の働 に る研究会 2023 年 9 に公

報告書は 業 取り 労働 の の 業 理・労務 理

の て る一 働 人の働 働 への は に ・

の 向 めて る の労働 法 の り る て

る  

労働 は 2024年 1 に 労働 法 研究会 の働 に

る研究会 報告書 の労働 法 の法 論 理 に 働

法の施 労働 法 の て る  

労働 は 労働 法 て 働 人の の 康 る 大

度 るに て る て の て る2  

る わ る  

人の に わ 康 に る 度 る  

の働 人の み取り る る 度 る  

イ テー ・キャリア テー に わ 人の の 度 る  

実 の る労 ーシ ン る  

シン わ り 実 度 る  

労働 法 における 本 概 実 に て る る  

の働 る人 に に る  

て 労働 法 の る めには 労働 に る事業 の

る 法 て 労働 政の り に て る 要 て

る  

 

  のの労労働働政政策策のの 本本   

 労働政策 の には 業組 社 人の にお て 組 団

人の に て る る の労 は 労働 の

法 め る労働 に ては労働 お 就業 に り 団 ・

一 に て は 人 業 労働 は に て 業は

就業 に 広大 人事権 て 業 の 務 務 労働 一 に

て  

に の る ・ 康 のセー ティ トは法 め

 
1 一 の労働 の めの 施策は 本研究会における （ 労働 政策 総  

）の （ 5年12 14日） 見  
2 本研究会 の の に る  
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労働 法 の 団 ・ 一 に ・ る 要 は わ る

一 に じ 事 る 務 務 は の 業 のキャリア

タイ に直 一 の に じ 業に る人事権 社 人のワーク・ ン ー

ント る の る  

働 ・ る 人 じて の にキャリア

る 社会 目 に て る に 政 の 一 の労働

る に キャリアは会社 る の 一人 り のキャリア る

て の る  

人 じて の にキャリア る 支援 る は

に の法 にお て見 る る 労働施策総 法 3 1 は

労働 は の 業 の に わ に の に の 向

に に ての 就 の の の に実施 る に り

業 の じて の 業の る に る の る

業 の に て 業 の じて 業の る 労働政策の

本 理 て る 業 て る の 業 のキャリア み る

の政策理 は一 人のキャリア に る は キャリア権 の

に る る3  

  

22 キキャャリリアア権権  

  キキャャリリアア権権のの   

キャリア権 は は に 業 じ る権 る

諏訪康雄法政大学名誉教授は り 人 業キャリア

る一 の 総 に に る に ける権 て

る4 に キャリア権は 人 て 業キャリア（ 業 ） て

る 業（キャリア 向） に る 度・ 組みの構 める権 る

る の キャリア権は は の の実現 直 に める権 り

一 の 度・ 組み 構 る の政策理 る る  

キャリア権は 人の の権 （ 法 13 ）に お に

労働の における社会 実現 る は 法 22 1 の 業

の 法 27 1 の労働権 法 26 の教育 ける権 は学 権 る5

みる キャリア権は に政策理 け は 法 る人権 権

り 人 業 にお て人 る めに のキャリア（ 業 の人

 
3 諏訪康雄 第 10章 キャリア め る法学 の概 公益財団法人労働 リ ー センター 社会構

の キャリア め る の労働政策の キャリア （2023年 3 ）145 147

 
4 諏訪康雄 政策 キャリア権 キャリア法学への （ １ 年）168  
5 諏訪・ 書（ 4）150 154  
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ント る の る  

働 ・ る 人 じて の にキャリア
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労働 は の 業 の に わ に の に の 向
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本 理 て る 業 て る の 業 のキャリア み る
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22 キキャャリリアア権権  
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キャリア権 は は に 業 じ る権 る

諏訪康雄法政大学名誉教授は り 人 業キャリア

る一 の 総 に に る に ける権 て

る4 に キャリア権は 人 て 業キャリア（ 業 ） て

る 業（キャリア 向） に る 度・ 組みの構 める権 る

る の キャリア権は は の の実現 直 に める権 り

一 の 度・ 組み 構 る の政策理 る る  

キャリア権は 人の の権 （ 法 13 ）に お に

労働の における社会 実現 る は 法 22 1 の 業

の 法 27 1 の労働権 法 26 の教育 ける権 は学 権 る5

みる キャリア権は に政策理 け は 法 る人権 権

り 人 業 にお て人 る めに のキャリア（ 業 の人

 
3 諏訪康雄 第 10章 キャリア め る法学 の概 公益財団法人労働 リ ー センター 社会構

の キャリア め る の労働政策の キャリア （2023年 3 ）145 147

 
4 諏訪康雄 政策 キャリア権 キャリア法学への （ １ 年）168  
5 諏訪・ 書（ 4）150 154  
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益）への に める権 る る キャリア権 は 業

の にわ て 業 の人 益の め キャリア める権

る  

 

 キキャャリリアア権権のの   

キャリア権の は に法 にお て て る （ア） 業 の の

（イ） の （ ）就労 権の わ 事 にお て 所は キャリア権

て 実 に キャリア権の に て 人のキャリア る

て る の る  

 

（（アア）） のの のの   

機会 法 育 業法１ は ・ ・育 理 に 益

取 る て る の 益取 には

る は る 社 の のキャリアに に の に て の 務

に る 益取 に る わ 事 （ア ク 事 ） る  

告会社は 育 業 に 37人の 社 理 ー リーダー て実 て

告（ ） 業 の に て の ア ント ャーに に

の の めの 業に 事 （ の は ） 告は

機会 法 9 3 育 業法 10 める 益取 に る て

への  

第 1 （東 ・１１・１ ）は 労働 にお て労働 には の 就労

る権 法 の は め 告の わ 本

（ の の ）は育 法 10 所 の 益取 に 理

 

に て （東 5・4・27 労 1292 40 ）は 本 の に

お て直 に 益 わ の て 業務の にお て

のキャリア に のに ては 労働 に

に る て 労働 に就 ア ント ャーは の

ー リーダー る の業務の にお て 業

大 る の 益 り 実 み て 労働

のキャリア に の て め  

 本 は 実 み て 労働 のキャリア に

に 益 め 実 にキャリア権の に の  

 

（（イイ））IITT のの 理理業業務務へへのの   

次は 社 の IT ての に 理 への
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事 （ ・ ャ ン事 ） る  

告は 大 IT 業に 務 人材 会社に IT て の に り

告会社に本社 報シ テ ー て 14 年に 報シ テ の業務に 事

て 告会社 理 への け の 事

る 理の業務は の ・ 理 アへの の り に

は の の の取り ・ り への の 告は ン

ータの シャリ ト て 社 のに 理 へ け のはお の

要 告会社は に じ め の る  

の に ては る て 就業

に り会社 る権 て 権 て に業務 の

要 機・目 に り社 社会 る

度の 益 け （権 の ） 組みに り て （東

イント事 ・ 61・7・14労 477 ）6 て の 益

度 る 要 る て 本 は のキャリア の に

度 る 益 に る  

本 の 所（東 ・ ・ ）は 報シ テ に る の の

て は の 理 における業務は 告 る

報 に る る の は 労務 り

る の る 本 は 業務 の 要 に わ 告のキ

ャリア に る に の理 める の実

告の お の 業務 る に の

て 権の り  

本 は 告のキャリア に る に お の

業務 る に 権の 実 に

告のキャリア権の に の る  

  

（（ ）） ののキキャャリリアア 業業務務へへのの就就労労（（就就労労 権権））  

 労働 労働 の に に て の就労 める権 （就労

権） る は わ て には 労働 の

は の労働 事 に める のキャリア

に 労働 の就労 める に て  

就労 権の に ては は は労働 支 務

て労務 る 務は わ に 労働 に の め る

業務の 労働 労務の に て の 理 理 る に

て就労 権 て （ 社事 ・東 ・ ・ 労 １
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23
24 

 

事 （ ・ ャ ン事 ） る  

告は 大 IT 業に 務 人材 会社に IT て の に り

告会社に本社 報シ テ ー て 14 年に 報シ テ の業務に 事

て 告会社 理 への け の 事

る 理の業務は の ・ 理 アへの の り に

は の の の取り ・ り への の 告は ン

ータの シャリ ト て 社 のに 理 へ け のはお の

要 告会社は に じ め の る  

の に ては る て 就業

に り会社 る権 て 権 て に業務 の

要 機・目 に り社 社会 る

度の 益 け （権 の ） 組みに り て （東

イント事 ・ 61・7・14労 477 ）6 て の 益

度 る 要 る て 本 は のキャリア の に

度 る 益 に る  

本 の 所（東 ・ ・ ）は 報シ テ に る の の

て は の 理 における業務は 告 る

報 に る る の は 労務 り

る の る 本 は 業務 の 要 に わ 告のキ

ャリア に る に の理 める の実

告の お の 業務 る に の

て 権の り  

本 は 告のキャリア に る に お の

業務 る に 権の 実 に

告のキャリア権の に の る  

  

（（ ）） ののキキャャリリアア 業業務務へへのの就就労労（（就就労労 権権））  

 労働 労働 の に に て の就労 める権 （就労

権） る は わ て には 労働 の

は の労働 事 に める のキャリア

に 労働 の就労 める に て  

就労 権の に ては は は労働 支 務

て労務 る 務は わ に 労働 に の め る

業務の 労働 労務の に て の 理 理 る に

て就労 権 て （ 社事 ・東 ・ ・ 労 １
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25 
 

ト ン・ イ 事 ・名 ・ ・ 労 １ 7 ）  

学 は は じ ・ の る の 年 は

・ の に る 就労 権 ける理 て

労働 の 業 のキャリア（ ）に 目 の ・ 法 に ける

る に て 7  

 就労 権に ては 所は ・ の に て る 2

は 就労 権の め の み て る  

 

（A） 政法人東大 センター事 る Y（センター）は て

る への Hセンター（ 次 ） る法人 る に

への N センター（ 次 ） て

る 告 X（ ）は 31 年に N センターの 長 て 務 N センター

100 の て （ は の の要 ） Xは 2年

3 に就 Nセンター所長 の の て じ

4年 3 Yは Xに て 本人の 向 Hセンターへの じ Xは

め Hセンターに 務 る に る の業務はトリアー 業務の 本

4 年 6 X は 一 に 事 X は 本

は権 る 就労 権 る 理 に Hセンター 務 る 務の

て の （N センター）における就労 じる めて

 

 本 の 所（大 年１１ １ 日 ）は に ては 所は 務

所 N センター 務 ての業務に る て

るの 本 は に て るの 本

は 業務 の 要 現 の け X は の に

要 の に 事 お る X 次 る N センターにおける 務に

て て る X る 益は 度

る の る る 権 の に る  

所は 次に 就労 に ては に の め る は業務の

労働 労務の に て の 理 益 る の の事 る

て 労働 に 就労 権 る の は 一 論 の 告

る ての の 本 て ては

る めには N センターにお て就労 る への じる に り N センター の就

労の機会 る 要 る て の事 る の て 就労

じる め  

（ ）次は 授業 大学の教 現実の授業 の就労 めて 事

 
7 諏訪康雄 就労 権 社事 リ ト 労働 （第 8 ） （ 2009年）53  
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24
26 

 

る（学 法人 次 学 （東 大学）事 ）  

 告は 告（学 ） ント 理 に 告に授業 教授会

告に に て （第 1次 ） 第 1次 の

に 告 告 の の （ の ） め 第 1 次

所は 告の の 告は 告 授業

告は A 大学の 理学 教授 て の授業 る に る の

めて （第 2次 ） 第 2次 は 事 の に り には

日は 2日 授業 は 4 （1 90 ） の 告は

るに わ 告に授業 の 務 に る て

事 る  

本 の 所（東 年 日 ）は 一 に 労働 における労務の は

労働 の 務 て て は る 務（労働 就労 る 務）

の は 大学の教 にお て学 に教授 る は 労務

務の に の研究 学 の 見 じて学 研究

・ る の て 教 の権 ての る 告 本 に

授業 る 務 るに ては の 大学教

の る 要 る の 本 の 事 の

理 て 本 ・ にお て 告 告に て 4 の授業

る の て 大学教 の の わ る 告

は 告に て 4 の授業 る 務 の

告は 務 に り る  

 （A）事 は 所は 告 る ての の 本

て ては る めには就労 る 要

にキャリア権の わ る （B）事 は 所は 大学の教

にお て学 に教授 る は 労務 務の に の研究

学 の 見 じて学 研究 ・ る の て 教 の権 ての

る にお て キャリア権の める る  

 

33 労労働働 のの法法政政策策  

 労労働働 のの現現   

 労働政策の 長 の 労働 はわ の シ テ に 大

る の る 2023年 6 に公 政 一 の労働 は わ

の労働 の の に て る  

 

GX DX の は 要 る キ 労働 要 大 る 人

100 年 に り就労 長 る一 業の ・ の イク
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26 

 

る（学 法人 次 学 （東 大学）事 ）  

 告は 告（学 ） ント 理 に 告に授業 教授会

告に に て （第 1次 ） 第 1次 の

に 告 告 の の （ の ） め 第 1 次

所は 告の の 告は 告 授業

告は A 大学の 理学 教授 て の授業 る に る の

めて （第 2次 ） 第 2次 は 事 の に り には

日は 2日 授業 は 4 （1 90 ） の 告は

るに わ 告に授業 の 務 に る て

事 る  

本 の 所（東 年 日 ）は 一 に 労働 における労務の は

労働 の 務 て て は る 務（労働 就労 る 務）

の は 大学の教 にお て学 に教授 る は 労務

務の に の研究 学 の 見 じて学 研究

・ る の て 教 の権 ての る 告 本 に

授業 る 務 るに ては の 大学教

の る 要 る の 本 の 事 の

理 て 本 ・ にお て 告 告に て 4 の授業

る の て 大学教 の の わ る 告

は 告に て 4 の授業 る 務 の

告は 務 に り る  

 （A）事 は 所は 告 る ての の 本

て ては る めには就労 る 要

にキャリア権の わ る （B）事 は 所は 大学の教

にお て学 に教授 る は 労務 務の に の研究

学 の 見 じて学 研究 ・ る の て 教 の権 ての

る にお て キャリア権の める る  

 

33 労労働働 のの法法政政策策  

 労労働働 のの現現   

 労働政策の 長 の 労働 はわ の シ テ に 大

る の る 2023年 6 に公 政 一 の労働 は わ

の労働 の の に て る  

 

GX DX の は 要 る キ 労働 要 大 る 人

100 年 に り就労 長 る一 業の ・ の イク

27 
 

じて キ の に務める 要 る 現実

には 働 人の け の 現 の に る の る  

の の には 年 の に シ テ る 務(

) に要 る キ の め ・ の

てお 人 報わ る りに め ン ー ント

に に て ア に りに る

て キ ア 学 機会へのアクセ の公 て  

 

日本の の 社会 は 人 にキャリア の

構 て る 業は の 業 わ 学 務・ 務

・ の労働 会社 ン ト ー ン に 務 は

務の （ ） て の シ テ は日本 の シ テ る 日本

て る 年 に 一 人事・ わ 人の

社 は り の る 事 み けて の 事に に就ける は

に 事に就 る には 事への る に る  

一 業の 見 労働 る 労働 広 て る 業務

は 務 て めて働 労働 の は年 に 務 る

は に就労 り の キャリアの 業

わ る 業 への て る  

に 現 業務 に り 業の めに働 リー ン 大 て る

の働 は 一 は ワーク 事に 事 一 は シャリ ト て

の ・ キ 事に て る リー ン には 本 に労働 法

の の 度 て労 度の  

 

のの政政策策理理   

 政 の 一 の労働 は の シ テ る め の

て る  

 

人 に る労働 の シ テ る 人

年 の わ の労働 の の の働 の

じて の ・働 の 業 の ・

業 への に る には タートア への労働 機会の実現の めに

に学 報わ る社会 て 要 る  

 

の労働 政策 に て 年 の わ 人の

キャリア 労働 の構 は 要 る 年 シ テ め ては
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28 

 

に ンバーシ への て る シ テ の に

は 労働 労働 労働 の の 業 の の

わ て る る 日本は 労働 の り 業 業 に

るタイ り8 一概に ンバーシ へ に るわけ は  

労働 は に シ テ の める の り 一人一人の

業 の り る の る 労働 は 一 政策 に り

本 法 わ 法 に て る  

法 13 は の 権 る の 務 法 26 は の教育

ける権 22 １ は 業 の 27 １ は に 労の権 て る

けて 労働施策総 法 3 １ は 業 の にわ り キャリア じ

て 業の る る 労働政策の理 て る の 政策理 は キ

ャリア権 に て る9  

る の労働 の り て 人 じて 年

の わ のキャリア 向に じて に り の る 業 る労働

（ 労働 キャリア 労働 ） 構 る は 法 に

の  

人のキャリア 向は り の 組 （ 業） 社会に け るわ

け は キャリア は 業の の め 労働 のキャリ

ア・シ ト る 組み 社会 る の る 労働 の法政策の要 は

の キャリア・シ ト る 施策の に る  

は キャリア 労働 る の 法政策 要 る  

  

44 のの労労働働 のの法法政政策策  

キキャャリリアア 向向のの   

 キャリア権構 は 業 人事権 日本 キャリア 労働

への 目 て る キャリア の労働 のキーワー は る 人の

キャリア の 支援 る 労働政策の目 る キャ

リア る て 人のキャリア 向は る  

労働政策は 現に る 社会 に の 克 る の る

る 政策 の めに は キャリア 業組 のキャリア （ 組 キ

ャリア ） における の お キ 要 る 務に 事 る

のキャリア （ シャリ ト キャリア ） 一 に業務に 事 り

にキャリア るタイ （ テン リー（ ） キャリア ）の の

 
8 日本の人材育 キャリア （ 社 2022年）28  
9 諏訪・ 論 （3） 

29 
 

に ける 益 る（ １ ）（ 人のキャリア 向は に ）10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 組 キャリア は 日本 の 長 て キャリア の

る の のキャリアは会社組 の 一 （ は 理

務）へ 会社の に る 人材 る 向 て る の

の は会社の （育 ）に り る 業 ては 業

務 りは 業 務 の て

るに て 務 に 理 る る め る の リ

ト 向 る の のキャリアは会社の 人材 て に て りは 人の

る の ー る 人の ャ じる に る  

シャリ ト キャリア は の の 務の るタイ

の ・ キ 向 る 人 は 社 て る る

会社組 キャリア 一 るわけ は 一 の IT は 一 の

業に る 日 の に お り て キ

る の には の に わ 業務 リー ン

 
10 鎌田 第 11章 の労働 法政策の り キャリア 労働 の法政策 公益財団法人労働

リ ー センター 社会構 の キャリア め る の労働政策の キャリア

（2023年 3 ）162 163  
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に ンバーシ への て る シ テ の に

は 労働 労働 労働 の の 業 の の

わ て る る 日本は 労働 の り 業 業 に

るタイ り8 一概に ンバーシ へ に るわけ は  

労働 は に シ テ の める の り 一人一人の

業 の り る の る 労働 は 一 政策 に り

本 法 わ 法 に て る  

法 13 は の 権 る の 務 法 26 は の教育

ける権 22 １ は 業 の 27 １ は に 労の権 て る

けて 労働施策総 法 3 １ は 業 の にわ り キャリア じ

て 業の る る 労働政策の理 て る の 政策理 は キ

ャリア権 に て る9  

る の労働 の り て 人 じて 年

の わ のキャリア 向に じて に り の る 業 る労働

（ 労働 キャリア 労働 ） 構 る は 法 に

の  

人のキャリア 向は り の 組 （ 業） 社会に け るわ

け は キャリア は 業の の め 労働 のキャリ

ア・シ ト る 組み 社会 る の る 労働 の法政策の要 は

の キャリア・シ ト る 施策の に る  

は キャリア 労働 る の 法政策 要 る  

  

44 のの労労働働 のの法法政政策策  

キキャャリリアア 向向のの   

 キャリア権構 は 業 人事権 日本 キャリア 労働

への 目 て る キャリア の労働 のキーワー は る 人の

キャリア の 支援 る 労働政策の目 る キャ

リア る て 人のキャリア 向は る  

労働政策は 現に る 社会 に の 克 る の る

る 政策 の めに は キャリア 業組 のキャリア （ 組 キ

ャリア ） における の お キ 要 る 務に 事 る

のキャリア （ シャリ ト キャリア ） 一 に業務に 事 り

にキャリア るタイ （ テン リー（ ） キャリア ）の の

 
8 日本の人材育 キャリア （ 社 2022年）28  
9 諏訪・ 論 （3） 

29 
 

に ける 益 る（ １ ）（ 人のキャリア 向は に ）10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 組 キャリア は 日本 の 長 て キャリア の

る の のキャリアは会社組 の 一 （ は 理

務）へ 会社の に る 人材 る 向 て る の

の は会社の （育 ）に り る 業 ては 業

務 りは 業 務 の て

るに て 務 に 理 る る め る の リ

ト 向 る の のキャリアは会社の 人材 て に て りは 人の

る の ー る 人の ャ じる に る  

シャリ ト キャリア は の の 務の るタイ

の ・ キ 向 る 人 は 社 て る る

会社組 キャリア 一 るわけ は 一 の IT は 一 の

業に る 日 の に お り て キ

る の には の に わ 業務 リー ン

 
10 鎌田 第 11章 の労働 法政策の り キャリア 労働 の法政策 公益財団法人労働

リ ー センター 社会構 の キャリア め る の労働政策の キャリア

（2023年 3 ）162 163  
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30 

 

て る る のタイ は の 務 の向 キ ア に大

 

 第 3 の テン リー（ ） キャリア は 一 に 業務に 事

り 業 のキャリア 向 る の 労働

の に ては る リー ン の一 に ては る  

のキャリアは組 キャリア シャリ ト キャリアの に に るの は

各人 る に じて の（ の） る 育

・ の の 要 ートタイ 労働 る ー ・ の

めて一 就業 る ー る は 社 の就労機会 に

労働 て働 て る ー る は 業キャリアの は 人の に

業キャリア け みる キャリアは にみ る 人の人

み は にはタ み る には 広 て る

に 一 の 業 は て ては の人の て る て

タ 大 長 る に のキャリア る る  

 テン リー（ ） キャリアの実 は る の 業 け は 人の にわ

る に わる て る 要 る ・人 に

わる は 労働 の法政策 論じる概 ては る は

に る の わ る 事 業 イ

キャリア イ キャリア は 事 業 けに ・人 に

る 広 の 事 業に るキャリアに る に

に ての 11  

   

55 組組 キキャャリリアアのの法法政政策策    

  組組 キキャャリリアア・・シシ トト  

 業組 にお て キャリア る 組み 構 る

には 会社の広 人事権 人のキャリアの てわ の

キャリア の 12 る 組み 要 る  

人事権 キャリア る めには インターンシ

て ・ る 務 の 一

キャリアの る の る は 各 業

る わ は 業に 教育 度 てお 社 の教育

て大 て る る の 業・労働 の 益に の は 13  

 
11 JILPT シリー No.208 就業 の イ キャリア  事 学 に る （2021年）2

 
12 ・ 書 （8）125  
13 業 キャリア 理 業・社 キャリア 理への の ・

の 論 て DIO（ 総研 ート）No.327(2017)11 石 人事権 キャリア権の 日
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のキャリアは組 キャリア シャリ ト キャリアの に に るの は

各人 る に じて の（ の） る 育

・ の の 要 ートタイ 労働 る ー ・ の

めて一 就業 る ー る は 社 の就労機会 に

労働 て働 て る ー る は 業キャリアの は 人の に

業キャリア け みる キャリアは にみ る 人の人

み は にはタ み る には 広 て る

に 一 の 業 は て ては の人の て る て

タ 大 長 る に のキャリア る る  

 テン リー（ ） キャリアの実 は る の 業 け は 人の にわ

る に わる て る 要 る ・人 に

わる は 労働 の法政策 論じる概 ては る は

に る の わ る 事 業 イ

キャリア イ キャリア は 事 業 けに ・人 に

る 広 の 事 業に るキャリアに る に

に ての 11  

   

55 組組 キキャャリリアアのの法法政政策策    

  組組 キキャャリリアア・・シシ トト  

 業組 にお て キャリア る 組み 構 る

には 会社の広 人事権 人のキャリアの てわ の

キャリア の 12 る 組み 要 る  

人事権 キャリア る めには インターンシ

て ・ る 務 の 一

キャリアの る の る は 各 業

る わ は 業に 教育 度 てお 社 の教育

て大 て る る の 業・労働 の 益に の は 13  

 
11 JILPT シリー No.208 就業 の イ キャリア  事 学 に る （2021年）2

 
12 ・ 書 （8）125  
13 業 キャリア 理 業・社 キャリア 理への の ・

の 論 て DIO（ 総研 ート）No.327(2017)11 石 人事権 キャリア権の 日

31 
 

は 一 にキャリアの るには の 現 一 の 業

社 に る 度（社 公 社 リー ー ント ） て

るのは ー に る の る14 度 業

業 の キャリア 現 は キャリアの に向 インセンティ

 

キャリア権 の に 一 務 のキャリア 業 に て

にキャリア る めに 就業 に る一 理 へ

務 の へ る 度 め る に 業 の キャリア の

る 組み ては のキャリア 向

務への めて 労 に て 務 ける 度（ 度 ）の

る る15  

 の 業 のキャリア 向 に る 組みの構 に て 労働組

は て にみ る 30 年の 目に り 2019

年 10 に ン 働 る 社会ー る・ ・ り にお

て は 働 に 働 一人 りの り 働 ・ 社

会 社会・ の り て 16 は キャリア権

人 の る 働 広 る社会 目 に

て る 度はキャリア 働 の めの一 の る 人 業の

には 報 の の る 労働組 社 のキャリア に

に る る  

 

  人人へへのの キキャャリリアアアア   

 第 次 業 に る 業構 の 人  100 年 の 人

のキャリア の 業 人 取り への め る 業は

の に直 て る 人への 大 て る  

 2020 年に公 人材 ート は 人材 の構 務

3 の 5 の要 17 て 一 の 人への て る 業 は 人への

施策 て リ キリン じ キャリアア 事業 （次 の ） て る

は 人に るキャリア リ キリン 一 支援 る 組み

 
本労務学会 12 2 （2011）  
14 本研究会におけるト タ 人事 長 の （2024年 3 27日） 見 る  
15 鎌田・ （10）167－8  
16 本研究会における逢見報告  
17 5 の要 は 目 デ の実現に向けて 人 る人材 ート

リ 構 て る （ 人材 ート リ ） 人の イ ーシ ン 事業の

ア ト ト・ア ト に る に るの （ ・ のダイバーシティ インク ー ン ） 目

現 の の キ ャ めて （ リ キ ・学 直 ）  人 に取り

組めて る （ 社 ン ー ン ト ） て 所に わ 働 る  
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32 

 

の る18 に り 人 労働 労働 へ シー に る

て る  

 

 

 

66 シシャャリリ トト キキャャリリアアのの法法政政策策  

  労労働働 のの見見 るる   

 キャリア 向 の に に け て の るの 人

に 業 る キャリア権構 に る に る キャリア の 社会 は

組 キャリア シャリ ト への る は テン リー 組 キャリアへの

に わ る 組み 要 る  

 現 の労働 はテン リー（ ） のキャリア への に

る の るには 業 人材 ける の る要 取り

要 る に 労働 に る めに 労働 の見 る りわけ 人

報お 報の 要 る は の め 業

・学 て る 報イン 業 報 イト（日本 O-NET）19

・ に・ 業 報 る て る  

は 労働 実現 る めの要は る の に て 総 研究所

2023年 9 に （ キ 日本の労働 ）20は キ の に

り ・ 人 業・教育機 報 る 要に る て

る  

 
18 本研究会における 業 業人材 ・ の に  
19 は job tag（じ ） （ 業 事） タ ク （ 事の の 業） キ

（ 事 るのに 要 ・ ） の 業 報 見 る の就 業の

支援 るWeb  
20 https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/policy/hd2tof0000005dqh-att/er20230913.pdf（2024年 4 8日

） 
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の る18 に り 人 労働 労働 へ シー に る

て る  

 

 

 

66 シシャャリリ トト キキャャリリアアのの法法政政策策  

  労労働働 のの見見 るる   

 キャリア 向 の に に け て の るの 人

に 業 る キャリア権構 に る に る キャリア の 社会 は

組 キャリア シャリ ト への る は テン リー 組 キャリアへの

に わ る 組み 要 る  

 現 の労働 はテン リー（ ） のキャリア への に

る の るには 業 人材 ける の る要 取り

要 る に 労働 に る めに 労働 の見 る りわけ 人

報お 報の 要 る は の め 業

・学 て る 報イン 業 報 イト（日本 O-NET）19

・ に・ 業 報 る て る  

は 労働 実現 る めの要は る の に て 総 研究所

2023年 9 に （ キ 日本の労働 ）20は キ の に

り ・ 人 業・教育機 報 る 要に る て

る  

 
18 本研究会における 業 業人材 ・ の に  
19 は job tag（じ ） （ 業 事） タ ク （ 事の の 業） キ

（ 事 るのに 要 ・ ） の 業 報 見 る の就 業の

支援 るWeb  
20 https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/policy/hd2tof0000005dqh-att/er20230913.pdf（2024年 4 8日

） 

33 
 

政 の 一 の労働 は 務 は 務 に て

わ 務（ ） る て ディ クリ シ ン（

務 書）の に る 社 に わりに り ての

る デ タ の に り じ 務 て る キ 目

る る る 総研の政策 は る めには 労働

における キ の 報の 務 る の めには 業

の リ キリン の 向 る に る めに 社の める キ

る 大 ン イン 人 報 て る めの キ の構

て る には 業 報 イト（ は ）（日本 O-NET）

業の 報 ける に り キ る 務 て る  

に 人の キ 労働 構 る キ 報の

は けて は わ キ る の に る

け は て る21 政策 め て る  

 

  報報のの 事事業業のの   

る 人 大 る 労働

る めには 業は の法 める 事 の り 報

る に 法は 学 就労実 る めの 報

務 けて る  

現 労働 は 業の 報 学 に総 ・ に る に

り労働 の ン 機 業 労働 る めに 理 に

に取り組 インセンティ て めに 報総 イト て る  

報は 現 は に る 報 働 に る 報 の

に る 報 育 ・ 事の に る 報 に る 報 て る

に 所 労働 キャリア ン ティン の 業・ 業の 業 研

度の  

報の て の キ の 実現 る めには 人 業・

けの 取組 け は は ーワーク の人材 ー 事業

事業 キ に る 要 る 現

に一 の 事業は 人 業 の け は に てキャリア

ン ティン ー て る は 報（キャリア 向

る キ の 報 ） 人 業に には 人 業の労働

け は の 報 める人 報 て る は

 
21 キ の に ては 労働 6年 3 4日 3 11日 の 会 キ

ー の労働 （ ） （ リ ー センター・センター長 総 研究所 研究  

鎌田に る） （ ）  
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34 

 

る る は 事業の 取組み る施策 る

 

 

77 テテンン リリーー キキャャリリアアのの法法政政策策  

 テテンン リリーー（（ ）） キキャャリリアアのの実実   

テン リー（ ） キャリアには 労働 就労 る リー ン る

リー ン の就労実 は 2023年の 事業 の取 の に る法 （ リー ン

法）の 法 に て ・公 取 会・ 労働 て

る 22 リー ン のキャリア 向 は 本 は 労働

のキャリアに てる  

労働 のキャリア 見る イ ー の の 年

に る 要 る 労働 は に 7 る

労働 の は 2022 年 は 52 5 みる ー

ト・ア バイト る は 20年 わ 23  

JILPT シリー No.143（2015年） 日本人の 業キャリア 働 JILPT 業キャリア 働

に るアン ート り に る のキャリアは の イ ー に て大

て る わ る（ の は 年（25 34 ） 年（35 44 ） に

労働 は 年 年 に 労働 は 年 年

年 年 の 6 に の イ ー

て る）  

の ては は ・ ・ の ・

に わる に 事 て る は事務 に 事 て る

労働に る本人の みる 労働 の は 理

労働 ており 事 度 社 現 の働 の

 

に は 社 て ける 事 の 理

労働 ており 事 度 社 現 の働 の

の 向は に にお て て る の

年 り 年の 理 労働 て る

総 る 労働に る本人の のは り

のは 年 に次 のは 年 年 構 る  

 

 
22 リー ン の就労実 に て 鎌田・長 編 リー ン の働 法 実 の 向

（日本法 2023年）の第 1章 リー ン の働  （30 44 ）  
23 ・本田一 ・ ・ 田 理・ 総研編 働 の実 （ 報社 2023年）

84  



第
1
編
　
総
論
　
第
3
章
　
労
働
政
策
が
取
組
む
べ
き
中
長
期
的
課
題
　
鎌
田
耕
一
（
東
洋
大
学
名
誉
教
授
）

33
34 
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のキャリアに てる  

労働 のキャリア 見る イ ー の の 年

に る 要 る 労働 は に 7 る

労働 の は 2022 年 は 52 5 みる ー

ト・ア バイト る は 20年 わ 23  

JILPT シリー No.143（2015年） 日本人の 業キャリア 働 JILPT 業キャリア 働

に るアン ート り に る のキャリアは の イ ー に て大

て る わ る（ の は 年（25 34 ） 年（35 44 ） に

労働 は 年 年 に 労働 は 年 年

年 年 の 6 に の イ ー

て る）  

の ては は ・ ・ の ・

に わる に 事 て る は事務 に 事 て る

労働に る本人の みる 労働 の は 理

労働 ており 事 度 社 現 の働 の

 

に は 社 て ける 事 の 理

労働 ており 事 度 社 現 の働 の

の 向は に にお て て る の

年 り 年の 理 労働 て る

総 る 労働に る本人の のは り

のは 年 に次 のは 年 年 構 る  

 

 
22 リー ン の就労実 に て 鎌田・長 編 リー ン の働 法 実 の 向

（日本法 2023年）の第 1章 リー ン の働  （30 44 ）  
23 ・本田一 ・ ・ 田 理・ 総研編 働 の実 （ 報社 2023年）

84  

35 
 

に の 社 への 向 みる は に て る（ １）24

労働 に ては 社 じ キャリア に

て  

 

 

 

 の キ め て る の に る みる 大 に ては る

る 度 ては る る 7 に る（ ） てみる 社 は 向

・業務に る学 は 年 年 る 大 は

る25  

 

 

 

 
24 JILPT シリー No.143（2015年） 日本人の 業キャリア 働 JILPT 業キャリア 働 に るア

ン ート り 74  
25 JILPT・ （24）76  
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 労労働働 のの 業業 のの実実   

労働 テン リー（ ） キャリア （ る ）理 は

る の 就 めに リーター

の に り 社 て 務 る 育 ・ の 事

る 労働政策はテン リー（ ） キャリア 向 る に て各人 て る

に る め る  

日本 社会 は 業 業 る 労働 は事業所 ける

機会に の 実 る 年の 本 に －

社 に て実施 事業所は 75.1 社 に て実施 事業所は 39.5

社 に実施 事業所は 64.5 社 に て実施 事業所は

29.0 り 労働 の 業 実施 は に  

現 は 労働 への 業 実施 る 業に て 支

て る 労働 の 業 実施 は 実施 のは 労働

に て 業 て の 理 る26

労働 には 業 て人 に の 実 る  

に て 一 の は に て 労働 に る 業 の 務 け

て る ートタイ ・ 労働法 11 2 は 社 の て ートタ

イ ・ 労働 に る教育 の実施 務 て る に 労働 法 30

の 2 は 会社に の る 労働 に 就業に 要

る に教育 実施 け て る

労働 の 業 の は て る27  

労働 の 28 公 業

て る への 業

に て 業 ける機会 る め 2011 年に

支援 度 は て る  

に り 労働 の 業 の る 支

援 度の は 直 る 2012 年度の 9 9000 人 ークに年 て 2019

年度には 2 1000人に る の 理 は労働

における 要 る29  

 
26 み 労働 の 業 機会 る めに 要 DIO( 総研 ート)No. １

（2016）14  
27 JILPTの は 年 の法 に て る 労働 キャリア は

て る  
28 に 理 は ては る 要 （1年 の

見 み）に る は 2009年に 6 る に り 2010年には 31日

の 見 み る に 理 は て

に る て る のセー ティ ト 編 田 ・ 総研編 セー ティ ト 団

（日本 2023年）38  
29 ・ （28）49 51  



第
1
編
　
総
論
　
第
3
章
　
労
働
政
策
が
取
組
む
べ
き
中
長
期
的
課
題
　
鎌
田
耕
一
（
東
洋
大
学
名
誉
教
授
）

35
36 

 

 労労働働 のの 業業 のの実実   

労働 テン リー（ ） キャリア （ る ）理 は

る の 就 めに リーター

の に り 社 て 務 る 育 ・ の 事

る 労働政策はテン リー（ ） キャリア 向 る に て各人 て る

に る め る  

日本 社会 は 業 業 る 労働 は事業所 ける

機会に の 実 る 年の 本 に －

社 に て実施 事業所は 75.1 社 に て実施 事業所は 39.5

社 に実施 事業所は 64.5 社 に て実施 事業所は

29.0 り 労働 の 業 実施 は に  

現 は 労働 への 業 実施 る 業に て 支

て る 労働 の 業 実施 は 実施 のは 労働

に て 業 て の 理 る26

労働 には 業 て人 に の 実 る  

に て 一 の は に て 労働 に る 業 の 務 け

て る ートタイ ・ 労働法 11 2 は 社 の て ートタ

イ ・ 労働 に る教育 の実施 務 て る に 労働 法 30

の 2 は 会社に の る 労働 に 就業に 要

る に教育 実施 け て る

労働 の 業 の は て る27  

労働 の 28 公 業

て る への 業

に て 業 ける機会 る め 2011 年に

支援 度 は て る  

に り 労働 の 業 の る 支

援 度の は 直 る 2012 年度の 9 9000 人 ークに年 て 2019

年度には 2 1000人に る の 理 は労働

における 要 る29  

 
26 み 労働 の 業 機会 る めに 要 DIO( 総研 ート)No. １

（2016）14  
27 JILPTの は 年 の法 に て る 労働 キャリア は

て る  
28 に 理 は ては る 要 （1年 の

見 み）に る は 2009年に 6 る に り 2010年には 31日

の 見 み る に 理 は て

に る て る のセー ティ ト 編 田 ・ 総研編 セー ティ ト 団

（日本 2023年）38  
29 ・ （28）49 51  
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の 労働 に ては 業 業 ける機会

わ る  

 

 労労働働 にに るる法法政政策策  

にみて おり ート・ア バイトの 労働 は 事・育 の に

り のキャリア 労働 は 社 て 業 の実施

支援 度の て る る 労働 の

キャリア の めには の法政策 て テン リー（ ） キャリアに る

のキャリア 組み（リ キリン ） 要  

のタイ に けて る 要 る には ート・ア バイト（ 業 労

働 就労 るタイ ） 労働 （ 業の タイ ・

就労 るタイ ） リー ン （業務 て 業 事に 事 る 人）

る リー ン は 働 （ 直 ト ー

て就労 る ） キャリア に る ており 論じるデータに

ける  

 

（（アア）） ーートト・・アア ババイイトト  

ート・ア バイトは 業 労働 て 本 に 就労 て る

実 は て 業の 長 就労 る タイ 就労 る

長 にわ り タイ 就労 る は テン リー（ ） て 実 に

は 社 に じ （ 社 ） る は 社 は て  

の る理 は の に わ て就労 る に る 務 に

事・育 て の の には り

の育 取 大 る に り る る の年 るに

て タイ の 務 る  

労働 の は のキャリア の見 業 に る 報

機会にアクセ る機会 の の 向 に

る る 社 り に に る の め 労働 に ては

にわ るキャリアア り に実現 る め 支援の

組み 実現 る 要 る30  

労働 の 支援 組みに ては 2023年 9 に公 労働 公

業 の り 研究会 報告書は 労働 働 学 度 構 る

の 策 て る には 所日の 所

要 ン イン に る ンデ ン の ー ン の

の長 める 実施 法 の の ー  

 
30 2023年 労働 公 業 の り 研究会 報告書  
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に ー る は る て

る の 実 実現  

は に るキャリアア の めの 報 の施策 て に

6 年度 労働 報 業・教育 に る 報 ーワークの機

る キャリアア に る 支援 る 要

て る（ ）31 は一 に 取組み の 労働

の 報 ・  

 

 

（（イイ）） 労労働働   

 社 る 労働 の 実 に 社 に る る人は 20 30 

大学・  3 年 の人 る 事は 業務 り 業務 事

業所 は 3 年 社 の実 る 1 年 の長

社 の て る の る32  

の イ ー る労働 は 長 の労働 に 事務

の る の労働 は （ ） は 社 実 には

て り 3 年 の働 の る 労働 には キャリア

支援 の る  

JILPT 労働政策研究報告書 N0.218 労働 め る政策 の実 （2022 年）に

労働 に実施 キャリア 支援 の の に て る

る キャリア 支援に 事業所 は キャリア ダー の

に る め め

 
31 ・ （1）  
32 労働 の就業  日本労働研究 No.610（2011年）62  
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に ー る は る て

る の 実 実現  

は に るキャリアア の めの 報 の施策 て に

6 年度 労働 報 業・教育 に る 報 ーワークの機

る キャリアア に る 支援 る 要

て る（ ）31 は一 に 取組み の 労働

の 報 ・  

 

 

（（イイ）） 労労働働   

 社 る 労働 の 実 に 社 に る る人は 20 30 

大学・  3 年 の人 る 事は 業務 り 業務 事

業所 は 3 年 社 の実 る 1 年 の長

社 の て る の る32  

の イ ー る労働 は 長 の労働 に 事務

の る の労働 は （ ） は 社 実 には

て り 3 年 の働 の る 労働 には キャリア

支援 の る  

JILPT 労働政策研究報告書 N0.218 労働 め る政策 の実 （2022 年）に

労働 に実施 キャリア 支援 の の に て る

る キャリア 支援に 事業所 は キャリア ダー の

に る め め

 
31 ・ （1）  
32 労働 の就業  日本労働研究 No.610（2011年）62  

39 
 

て る 33  

一 に は めに 機会 キャリア

に に わ て る キャリア 支援 める 実 て

る事業所にお ては キャリア て に て に て

年 の長 は に る み て る る34  

実現 る めに けては は り 労働 本人のキャリア

への の る JILPT 報告書に キャリア・ ン タント 働

て る事業所 事に直 キャリアセ ー 実施 て る事業所 は キャ

リア 支援 る  

は 本人のキャリア インセンティ る 組み の に て

に て る  

 

  

 
33 JILPT労働政策研究報告書 N0.218 労働 め る政策 の実 （2022年）93  
34 JILPT労働政策研究報告書 N0.218・ （33）93 94  
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第第 44章章  ののセセーー テティィ トト キキャャリリアア権権  

                          諏訪康雄（法政大学名誉教授） 

 

ははじじめめにに  

 一 に キャリア権 る のには 向 理 の（目 ）

現実 る めに 要 る 策（ ） の る  

 は  right to a career る 度 人 にお て人 各人 りに

の キャリアの る に る 理 権 概

る の理 権 の は 法における各 の 本 人権 キャリアの

に わ る て る  

は  career rights る の 本 人権 に お 法 ・

・ ・政策 る 人のキャリア 支援 める めに る ・

権 支援策 る  

理 （目 ） 策（ ）は 人 の の に キャリア（life career）

業キャリア（work career） に大 に る要 る要

（life） 業（work）に の要 る ての

業 の るキャリア権は広 の の り 業 に わるキャリア権は

の の る  

公 政策 ての career rights は 社会 め る法 ・ 度 の り

労働 め る法 ・ 度 業 の る 教育・学 め る法 ・ 度

る要 の る ては 人 に てのセー ティ ト 構 る の

る  

て キャリア権一 論じる めには て に

る は の は りに広大 り の て は研究会お

本報告書の て に て に て 業 （ 業キャ

リア） に て の の一 本報告書に る の る リー

ン 法 る 業 に る政策 の の広 り 見 るけ

は公 政策における に て 労働 に てお  

の る 実 に

（Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity）の にお ては 業 労働組 学

組 の に ておけ 大 （ ） わけには る

人の に の人 る への に け る キャリア

の わ る てお  

 

１１ 人人 めめ るる りりわわけけ教教育育・・学学   

 日本 は の人 る のに 人 にお て 業 にお て
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第第 44章章  ののセセーー テティィ トト キキャャリリアア権権  

                          諏訪康雄（法政大学名誉教授） 

 

ははじじめめにに  

 一 に キャリア権 る のには 向 理 の（目 ）

現実 る めに 要 る 策（ ） の る  

 は  right to a career る 度 人 にお て人 各人 りに

の キャリアの る に る 理 権 概

る の理 権 の は 法における各 の 本 人権 キャリアの

に わ る て る  

は  career rights る の 本 人権 に お 法 ・

・ ・政策 る 人のキャリア 支援 める めに る ・

権 支援策 る  

理 （目 ） 策（ ）は 人 の の に キャリア（life career）

業キャリア（work career） に大 に る要 る要

（life） 業（work）に の要 る ての

業 の るキャリア権は広 の の り 業 に わるキャリア権は

の の る  

公 政策 ての career rights は 社会 め る法 ・ 度 の り

労働 め る法 ・ 度 業 の る 教育・学 め る法 ・ 度

る要 の る ては 人 に てのセー ティ ト 構 る の

る  

て キャリア権一 論じる めには て に

る は の は りに広大 り の て は研究会お

本報告書の て に て に て 業 （ 業キャ

リア） に て の の一 本報告書に る の る リー

ン 法 る 業 に る政策 の の広 り 見 るけ

は公 政策における に て 労働 に てお  

の る 実 に

（Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity）の にお ては 業 労働組 学

組 の に ておけ 大 （ ） わけには る

人の に の人 る への に け る キャリア

の わ る てお  

 

１１ 人人 めめ るる りりわわけけ教教育育・・学学   

 日本 は の人 る のに 人 にお て 業 にお て

41 
 

人は る の 事に向け

政 の は 人に１人 度 人 る（ 広報

会 の に る 論 2023年 人 編・ 編 労働

年 本 人編 年度労働 の働 ー に る は 社

社 に は の 働 り

に わ て ）  

学 における 教育 キャリア教育の て て る 社会に み

て ・ ・学 に の キャリア の 要 の

に る は る（ の の に

る 2018 年度に る キャリア教育 に る は 人に 人 ー

デン は 人に 人 るのに て 日本 は 人に１人 度 ）  

社会へ て の教育 学 に ては 教育 の は 富 て 一

社会 の キャリア には て 教 る り

（ イ ンシャ ン ー キャリア ン タント ） に る  

り 実 の り 業 理 キャリア・

ー ーシ の理 に る 要 る 学 目教育にお て

の 目 のキャリアに て るの 学 度

る る  

キャリア教育は学 の教育 の の は 教育の 見

労働 の 務に じ の の めの施策の に る法 （ 一労働 一

法） は  業 の 要 に て理 める に 労働

 に 業 の に じ 実 業 る

業 に ての教育の  の 要 施策 る の る る

る  

キャリア教育は 年 に り に り 社会 に り人 の て

り 学 のテー て 実 て の る 学 センターの

公 施 は 業に 教育 キャリアデ イン 業 め る

り社会人 日 に る は ン イン の て

要 る  

キャリア ン タント の る に キャリア ン タント の

の める に 業 の への める 人

け 業 教育 会 て る  

る に るお の一 学 に て る人 に る の一 学

に て る人 わ １ 度 り（ に 報 総 研究所

2022年 に に る 論 2022年 ） 人

に の理 要 じて 人に１人 学 わ て
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人に１人 り わ 10 人に１人 （リク ートワーク 研究所 人は

に学 の   学 に向 わ 組 の 2023年 は 2022年 ）の

て け  

に のは リク ートワーク 研究所 ・ に学 て る

理 人に１人 人 て る る 業 の に

わる 事業 業 本 策 て 業 （ 労働 年度

本 ） に て る り は キャリア め る現 に る理 り

る  

キャリア権に る理 広 て に り キャリア 人 に 人 の に

りの の て る 向に み ては 業 人の

支援 に る 向に は 日本 社会の に大

 

セー ティ ト て 教育・学 支援 る 学 教育・学 ・ る

支援 育 ・ ・ ・ への 支援 の機会 広 る

度 報 ・ 教育・学 ・ の の ・ め る支援 の

る 援 機会援 の の ンセリン 報

ント 要 るに て る  

 

..  労労働働 めめ るる りりわわけけ公公 ・・   

 キャリア権 に労働 業キャリア に る に る は 本人の

の各 ーイン に 益 り に る人

て 社会 の ・ ・ る の る に

り 日本の 業 ン ー ント 向

る る  

は ク み の は ク み の の 業 の には

わ る 業 組 理 は の

て  

人 にキャリア る キャリア の 広 広 る

け 理シ テ て る 業 組 は人 人材 る

に る に る の 組

の の に て 組 は 人材の に現

り 労 る （ の 組 ン ワー ント ーシ ン

る る は L・デ ・ （ ）

の 長に る 組 の り 東洋 報社 2014年 る る）  

に 業 業 の の 広 り の組

人材の育 ・ 理 の 一 の に る の
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人に１人 り わ 10 人に１人 （リク ートワーク 研究所 人は

に学 の   学 に向 わ 組 の 2023年 は 2022年 ）の

て け  

に のは リク ートワーク 研究所 ・ に学 て る

理 人に１人 人 て る る 業 の に

わる 事業 業 本 策 て 業 （ 労働 年度

本 ） に て る り は キャリア め る現 に る理 り

る  

キャリア権に る理 広 て に り キャリア 人 に 人 の に

りの の て る 向に み ては 業 人の

支援 に る 向に は 日本 社会の に大

 

セー ティ ト て 教育・学 支援 る 学 教育・学 ・ る

支援 育 ・ ・ ・ への 支援 の機会 広 る

度 報 ・ 教育・学 ・ の の ・ め る支援 の

る 援 機会援 の の ンセリン 報

ント 要 るに て る  

 

..  労労働働 めめ るる りりわわけけ公公 ・・   

 キャリア権 に労働 業キャリア に る に る は 本人の

の各 ーイン に 益 り に る人

て 社会 の ・ ・ る の る に

り 日本の 業 ン ー ント 向

る る  

は ク み の は ク み の の 業 の には

わ る 業 組 理 は の

て  

人 にキャリア る キャリア の 広 広 る

け 理シ テ て る 業 組 は人 人材 る

に る に る の 組

の の に て 組 は 人材の に現

り 労 る （ の 組 ン ワー ント ーシ ン

る る は L・デ ・ （ ）

の 長に る 組 の り 東洋 報社 2014年 る る）  

に 業 業 の の 広 り の組

人材の育 ・ 理 の 一 の に る の
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る  

人 じ 業組 の 働 に （diversity and inclusion）

て け は ・ ・ （diversity, equity and inclusion）

に の に る （DEI） る に のは

・年 ・ 向・ ・人 ・ ・ ・ 教 の にお て る

めて実 て る る  

広 て の

に て け 育 の 働 人 人 の

の 報告 る に て て る（ キ ・キ （ み

） シン の  30 のデータ の 実

社 2023 年） 一 には 育 の に の 学 事 の め

る 労働 て には りの の めに

る労働 る は 業 日 の 人に要 り

け け 育 は大 の 理

労働 る は （singlism） の る る  

育 業 は 業 て に に

人 の り の一 り る現

る る 業に ては の労働 に 支 る お り

大 る人の る は  

の の め る の シ ア社 の

に る の 人社 の 教 め る への

度見直 各 の 業は る  

セー ティ ト て 労働 法 法 法 の

て 要に て る る キャリア 支援 は タ

ー・ ント 策 キャリア 報の （社 向け り 就 向けの

） キャリア の ・ （ 業 務の り ） は 労働

の に て  

 

労労働働 てて社社会会   

 労働 め る論 は第 章に り セー ティ ト の は 社会 の

る て 広 に て てお  

（ 機構）の各 ンキン ・データ ー めて る の 日本

の て る に る る 法 度 は

て 実 における る の  

の育 業 度 る の おり 度 の の ては の度

のト ク り の の 度 り実 にお て わめて 度
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の て に アリー・ ・ リントン（

） る日本人 公 書 2022 年 ンダー 実 学は

る 公 書 2023 年 の論 は 社会における 業 の の て

る わめて大 る は る 法 度 け は

に 社会 社会 るには一 の  

社会 は には わ け 長 て る はり わ て て

る 目 の の に て に わる る は る は

事 り ンクシ ン（ 事 ） 実施

り り のへ る は  

りわけ りは て リシー・ ク ト・

ー 法 り 実施 り る日本 の法政策 の に

に る 要 る 第 次大 の の政策に り 度 社会の

にお ては の の に わ にみ て 一 の

社会の各 に て には 要 に 社会 社会

のは は は の の に る  

の の 社会の の 度 社会 の に ャ 大

の 公 政策 て 度 る の

に 要 るセー ティ ト て の  

キャリア権 の 1996年に 学会の て 28年 策法

（現 労働施策総 法）にキャリアに わる理 書 2001 年 23 年

り 一 の労働 働 は大 て る キャリアは会社

る の 一人 り のキャリア る て て

１年 の 実 る には の 要 る に向け

セー ティー トの には の る て 人 の社会

るには  
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逢見直人（公益財団法人富士社会教育センター理事長）

第2章　
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第第 22編編  各各論論 

第１章 日本におけるディーセント・ワークの実現に向けて 

逢見直人 （公益財団法人富士社会教育センター理事長）  

  

１１ SSDDGG のの めめのの 目目 ててののデディィーーセセンントト・・ワワーークク   

（（１１）） IILLOO るるデディィーーセセンントト・・ワワーークク   

ディーセント・ワーク は 1999 年の第 87 ILO 総会に ィア

事務局長の報告にお て めて の ILO の の 目 け

て る ディーセント・ワークは 日本 は 働 の る人 事 の

て る  

ILO は ディーセント・ワーク は 権 み 社

会 る 事 ての人 るのに 事 る

て る  

1998 年 6 28 日第 86 ILO 総会 事における 本 権 に る

ILO の の 本 権 に る て の 4 目

8 に  

a  社の 団 権の （87 98 ） 

 る の 労働の （29 105 ） 

 労働の実 （138 182 ） 

 業における の （100 111 ） 

に て 2022 年 は労働 （155 197 ） 5 10

 

ILOは 2008年に 公 ーバ の めの社会 に る ILO

にお て ディーセント・ワークの実現に向け 取組み（ディーセント・ワーク・ア ンダ）

て の 社会 （社会 労働 の ） 社会

構 労働における 本 権 の の 本の 要 目 に

て る  



44

第
2
編
　
各
論
　
第
1
章
　
日
本
に
お
け
る
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
実
現
に
向
け
て
　
逢
見
直
人
（
公
益
財
団
法
人
富
士
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
理
事
長
）

46 
 

2015 年 9 の 総会にお て 目 （SDG ） 2016 年

2030 年 に 17 の目 の目 に ディーセント・ワークの

ディーセント・ワーク・ア ンダ の 本の て る ディーセント・ワーク

は の目 る け に る の 目

る け る に  

（（ ））日日本本ににおおけけるるデディィーーセセンントト・・ワワーークク   

ディーセント・ワークは 事における人 の 取り は の

報 支 わ る 事へのアクセ の の めの社会 人

の 長 社会 の り 機会 人 要 事 組 人 に

る に る て ての に 機会 の る

日本に てはめて の の る  

権 る 事 は  

 て働 け る めの労働 ー の  

 労働 の 康・ の の めの労働 の見直  

 における の  

 ワーク イ バ ン 社会の 実現  

み 事 は  

 への の 政の  

 ・ の に向け 政策の  

社会 る 事 は  

 社会 度 

 業 に ・ るセー ティ トの構 お  

 社会 度の る  

事 る は  

 年 の 策の  

 の の向 の 大 
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2015 年 9 の 総会にお て 目 （SDG ） 2016 年

2030 年 に 17 の目 の目 に ディーセント・ワークの

ディーセント・ワーク・ア ンダ の 本の て る ディーセント・ワーク

は の目 る け に る の 目

る け る に  

（（ ））日日本本ににおおけけるるデディィーーセセンントト・・ワワーークク   

ディーセント・ワークは 事における人 の 取り は の

報 支 わ る 事へのアクセ の の めの社会 人

の 長 社会 の り 機会 人 要 事 組 人 に

る に る て ての に 機会 の る

日本に てはめて の の る  

権 る 事 は  

 て働 け る めの労働 ー の  

 労働 の 康・ の の めの労働 の見直  

 における の  

 ワーク イ バ ン 社会の 実現  

み 事 は  

 への の 政の  

 ・ の に向け 政策の  

社会 る 事 は  

 社会 度 

 業 に ・ るセー ティ トの構 お  

 社会 度の る  

事 る は  

 年 の 策の  

 の の向 の 大 
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 ート・ ・ 労働 の  

 

  ンン ののデディィーーセセンントト・・ワワーーククのの けけ  

（（１１）） 働働 のの 本本 のの   

は 30 年 2019 年に ン の る 務

め の のは 日本 ディーセント・ワークの る

わ 日本 ディーセント・ワーク の は 2019

年 10 に ン  働 る 社会 る・ ・ り ー

て り め 働 の 本 の て の 理

 

 

は 働 の人

り ー り て る の る めの 労働

て ディーセント・ワーク る の 実現の機会

り に じる 事に取り組 の めて

は の人の 日 の る の る け 社会の に る に

る 社会の に め め る 構 の 社会

へ 社会 ての人 支 る 組みの構 要 る

人 就労 は 康 るに る所 て 社

会 支 は の社会 の 組みの る の る  

の めには 年 の の に わ 働

る （ ） る 組み り て 要 る の に

る て人 り て 働 に る ディーセントに働 に

て 人は ・社会 に る に 社会の り る  

 働 の 本 は ディーセント・ワークの

業 育て に るセー ティ トの て は の

ディーセント・ワークの実現 じて に て  

は わ 人権 キャリア権 働 の る ー の に広 て

る人は 働 る支援 に て 人 の る

働 に 広 る に る 働 に わる理

て に る  

 社会の て て 社会 度 に て

に る 組み て 構 て 要
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る 要 社会の める に る

次の に て に め支 一人取り る の

理 ての人 に る の る社会 め て 要 る は SDG

の に る 社会 の実現 め の る て け 社会

る の る  

  

（（ ）） るる   

 の め 社会の実現に向け の る の 一人 りの に て

て の の 業構 の の 労働法 の に

の の み 働 の イ タイ 人 に

て る に ーバ の 報 に て働 大

わる る 労働 に て働 人 の権 る に 法 の

白 大 る ワーク ー の の 要 に て  

 日本 の 社会 て 長 労働 労 ・ 労 セク

シャ ント ワー ント 向 （ ）に る

の に 大 る 人労働 の 社会の構 の取組み 要

て 一人 り るには 団 労 の 大 要 り 団 労 社

会の に 広 て 一 の取組み る の て る  

 て 働 の法 の取組み め ワーク ー の ・ は る

ワーク ー の に ける る 労働教育の 実 て る  

 

  デディィーーセセンントト・・ワワーークク 人人権権  

（（１１）） のの 人人権権   

 働 権 る めに るのは の る 労働

は の の に わ ての に め て る の る

日本は 業における の （111 ） 業 康（155 ）

る 日本は政労 3 に 理事に就 ており のリーダー め て

る の日本 に る は 法 の に る は のの

る の 111 に ては の事 に政 見

ており 政 の は政 見 の 大に め る の て る

わ は公務 に ての政 に る への り に る

る 155 に ては の 労働 て の政策 策 ・実施

る めて る わ 法は 一 公務 における には

て  

 労働 労働は日本には わ て る 日本 の における 実

の 労働 テ （NHK シャ 見



47

第
2
編
　
各
論
　
第
1
章
　
日
本
に
お
け
る
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
実
現
に
向
け
て
　
逢
見
直
人
（
公
益
財
団
法
人
富
士
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
理
事
長
）

48 
 

る 要 社会の める に る

次の に て に め支 一人取り る の

理 ての人 に る の る社会 め て 要 る は SDG

の に る 社会 の実現 め の る て け 社会

る の る  

  

（（ ）） るる   

 の め 社会の実現に向け の る の 一人 りの に て

て の の 業構 の の 労働法 の に

の の み 働 の イ タイ 人 に

て る に ーバ の 報 に て働 大

わる る 労働 に て働 人 の権 る に 法 の

白 大 る ワーク ー の の 要 に て  

 日本 の 社会 て 長 労働 労 ・ 労 セク

シャ ント ワー ント 向 （ ）に る

の に 大 る 人労働 の 社会の構 の取組み 要

て 一人 り るには 団 労 の 大 要 り 団 労 社

会の に 広 て 一 の取組み る の て る  

 て 働 の法 の取組み め ワーク ー の ・ は る

ワーク ー の に ける る 労働教育の 実 て る  

 

  デディィーーセセンントト・・ワワーークク 人人権権  

（（１１）） のの 人人権権   

 働 権 る めに るのは の る 労働

は の の に わ ての に め て る の る

日本は 業における の （111 ） 業 康（155 ）

る 日本は政労 3 に 理事に就 ており のリーダー め て

る の日本 に る は 法 の に る は のの

る の 111 に ては の事 に政 見

ており 政 の は政 見 の 大に め る の て る

わ は公務 に ての政 に る への り に る

る 155 に ては の 労働 て の政策 策 ・実施

る めて る わ 法は 一 公務 における には

て  

 労働 労働は日本には わ て る 日本 の における 実

の 労働 テ （NHK シャ 見
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実 見 ン 2022年 6 12日） 事 は 労働 て

は の 事実 るみに 法務 実 度の 本

見直 に取り組み 24 年 2 に に 育 就労 度 ける 第 213

会 2024年 6 14日に 理法  

 労働は日本に て る 法人ACEの に 労働 法第 56

（ 年 ） 16事業 （2015） 15 の の就労 270人（2015） て る

に 労働の に 労働の取 りには 労働 法 け は

法 ・ 法 業 法 の る

2015 年 は 労働に る る の は 6,235 人 人 取 の

16 人 6,251 人 （ 法人 ACE 日本に る 労働 2019 年 12

）  

 

（（ ）） ににおおけけるる ・・ ンントト 策策  

 における ント て る  労働 度の施 （ 4

年度） に 事 の 労働 労働 労働局 労働

に 総 労働 ー ー に の じめ・

69,932 10年の 向 みて じめ・ は めて る じめ

労働局長に る の 1005 会に る の

の 866  

 ントに ては 機会 法 セクシ ア ントの 労働施

策総 法 ワー ントの 事業 に 務 て る  

労働局 ・ （ ） 実施 3,109 所の事業所の実

のは 2022 年に て見 セクシ ア ント（ 務 事業 務）に

て 1,591 （30.5 ） ・ に る ント（ 務 事業 務）に ては

1,805 （34.6 ） の 6 て る  

 ワー ントの ・ は 理の実 4,899事業所の 2546

の て る の のは ワー ントの 1655

（65 ）  

 ワー ントは 2020年の 労働施策 法 ワー ント 施策 事業 に

務 のの 業への施 2022 年 て

る  

 

  デディィーーセセンントト・・ワワーーククにに わわるる のの   

 は 日本労働研究 研 機構 て る データ みる 労働 2024 デ

ィーセント・ワークに わる みて  
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（（１１）） 労労働働   

 わ は の に て 長 労働 て の 策 て

次に て労働 法 の 労 に る取り組み て お 労 ・

労 年 200名に る に 2013年 9 労政 労働

会 長 労働の の 論 は 労働における

の に ては に 2015 年 2 の には

 

2016年に て ン一 総 ン の に 働 の 目 り 2016年 9

に に 働 実現会 わ 2017 年 3 13 日に

団 の 労働の に る労 め に て 働

実 策 2018 年に 労働の り 労働

法 の は 労働の は 45 年 360

には には 日労働 て の事 る

て労 て労 にお て 年 720 （ 日労働は

） る の 一 に業務 る の て 日 2

6 は 80 る 日 は 100 る の

 

労働の には 事業 に ては 年の

の 2024 年 3 31 日に に り の長 労

働 は る に るの  

49 働 長 労働の みる 日本の は 2010 年には 32.0

の 2022 年には 21.8 に て る に 2020 年 長 労働の は 21 に

には の 大 わ る 2022 年 長 労働 2 て る

のは （20.6 ） イン シア（23.4 ） キシ （33.0 ） る は 10

一 タ る（ ア リ は 16.5 ） は 長 労働 は は大 は

は る 長 労働 の は て る のの 働 の

向は は  

 

（（ ）） 労労   

業務における に て ・ る は 20 年 700

900 の ており 2022年度は 803 年度 り 50 の て る 労

支 （ ） は 2007年の 392 ークに 向に 2022年度は 194

年 り 22 の 業 は 業・ 業 56 の 3 めて

る の長 労働 の る に  

わ の は 1998 年 14 年 て 3 人 て 2013 年 は

向に る 2022 年は 21,881 人 年 り 874 人の 2022 年の の
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に に 働 実現会 わ 2017 年 3 13 日に
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て労 て労 にお て 年 720 （ 日労働は

） る の 一 に業務 る の て 日 2

6 は 80 る 日 は 100 る の

 

労働の には 事業 に ては 年の

の 2024 年 3 31 日に に り の長 労

働 は る に るの  

49 働 長 労働の みる 日本の は 2010 年には 32.0

の 2022 年には 21.8 に て る に 2020 年 長 労働の は 21 に

には の 大 わ る 2022 年 長 労働 2 て る

のは （20.6 ） イン シア（23.4 ） キシ （33.0 ） る は 10

一 タ る（ ア リ は 16.5 ） は 長 労働 は は大 は

は る 長 労働 の は て る のの 働 の

向は は  

 

（（ ）） 労労   

業務における に て ・ る は 20 年 700

900 の ており 2022年度は 803 年度 り 50 の て る 労

支 （ ） は 2007年の 392 ークに 向に 2022年度は 194

年 り 22 の 業 は 業・ 業 56 の 3 めて

る の長 労働 の る に  

わ の は 1998 年 14 年 て 3 人 て 2013 年 は

向に る 2022 年は 21,881 人 年 り 874 人の 2022 年の の

51 
 

機の 務 るのは 2,968 人 の 13.6 める 務 ・

機の一 る の みる の人 26.5 事 24.4

の 19.8 事の 11.8 の て る お の人 の

219 人（ の 7.4 ）は のト 事 の 144 人（ の 4.9 ）は 長

労働 る  

働 は実 の に る は て て る る  

 

（（ ））   

日本の は 2023 年 10 1004 り 1000 に

各 の 2024 年の は ア リ 7.25 （1 150 て 1087 ） 10.42 ン

（1 ン 191 て 1990 ） ン 11.65 ー （1 ー 165 て 1922 ） イ

12.41 ー （1 ー 165 て 2047 ） 100 ン 11 て 1084 ） 23

23 （１ 99 て 2299 ） る ア リ は り

は 2009 年 7.25 て る ワシントン DC の は 17

2550 る 日本の は に大 て る り に

て  

 

（（ ））   

は 所 （ の 所 人 の て

所 ）の の 50 に の の る 日本の は

2021年 15.4 る 要 る ア リ 15.1 （2021年） ダ 8.6 （2020年）

イ リ 11.2 （2020年） イ 10.9 （2019年） ン 8.4 （2019年） イタリア 13.5 （2020

年） る ア リ は の る 日本はア リ

度の る  

 

（（ ））   

 OECD タイ 労働 の みる は の 所 の

所 る 日本は 22.1 （2021 年） るのに ア リ 17.0 （2022 年）

ダ 17.1 （2022年） イ リ 14.5 （2022年） イ 13.7 （2021年） ン 11.6 （2021

年） イタリア 5.7 （2021 年） る は 31.2 （2022 年） 日本 り に 大

て る  

 

（（ ））長長 業業 のの   

業は各 の 長 の は の

政策の 業 に る に 業 の は に て る め は

る 要 る  
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業 1 年 る長 業 の はディーセント・ワーク ては の

る 2022 年のデータ は イタリア 58.4 て る 日本 35.6

イ 33.0 ン 27.5 イ リ 24.4 日本はイタリアに次 2022年は

の に て る 日本は 2020年の の に て 長

業 の り見  

 

（（ ））労労 （（ ））  

 労 に る は 日本 13 2 人（2022 年） ア リ 148 3 人 ダ 34

9 人 イ リ 6 3 人 イ 81 人（2021年） ン 65 6 人（2021年） る

は 128 6 人（2021人） ア リ に次  

労 は 日本 774 人（2022 年） ア リ 5486 人 イ リ 135 人 イ 435 人

（2021）年 ン 674人（2021年） て のは 1 2923人（2021年） る 日

本は 2005年 1514人 向 て 年 の ー て る  

 

（（ ））労労働働組組 のの組組   

要 の労働組 の組 は の 20 年 りにわ て 向に る 日本は

2000 年の 21.5 2022年には 16.5 5.0 イント じ にイ リ は 29.8

22.3 7.5 イント イ は 2000年の 24.5 2019年には 16.3 8.2

イント  

 

（（ ）） ーーイインン   

 GDPの け 度・ の に る 広 見

る る 要 る の は ーイン （ 度・ の に

る ） 2019 年 2 実施 て る 2023 年 2 の わ ーイ

ン 度 見る に る  

の は 13 度 て る の 度

の 度 の 度 事 の 度 康 の 度 の教育

・教育 の 度 社会 の りの 度 政 ・ 政・ 所の 度

の 度 の りの の 度 育ての の 度 の ・

の 度 の ・ 白 の 度 

度は 10 る 7 次 5 8 る の

向は り わ て は 年

育ての て る  

 

  デディィーーセセンントト・・ワワーークク実実現現のの めめのの   

年 業に 人 に る の める て る は ディーセント・
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る ） 2019 年 2 実施 て る 2023 年 2 の わ ーイ

ン 度 見る に る  

の は 13 度 て る の 度
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年 業に 人 に る の める て る は ディーセント・
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ワークに直 の は 人 本 報 て 業に める の テーク

ダー 本 る の の の一 に 人 に わる 報 める の

総研 日本 ディーセント・ワーク る  

日本政 に 本 実現本 財務 報 研究会

人材 の る 財務 報 る 業 テーク

ダ の る  

に る のは ディーセント・ワークの実現 業 の向 る 業の

長に る の り の 目 に る の る

て る る は ー （ ）の テーク ダー 本

総研 日本 ディーセント・ワーク  

 

（（１１）） ーー テテーークク ダダーー 本本   

ー （WEF）は イ ・ ー に本 1971 年に 財

団 年 1 に のト リーダー て ダ 会 る て る

WEC は 2020 年 9 テーク ダー 本 の の の めの

の 一 報告 目 て る報告書 公 報告書は 21の 34

の 大 構 バ ン 人 の 4 の に て る  

の 人 の は の の 大 て る  

１１））テテーー     

   インク ー ン  

 の  

  

 労働 労働のリ ク 

 大  

  

 ・ ントのインシデント 総 （ ） 

 社の 団 のリ ク（ ） 

 人権 ー の 現 の 度（ ） 

 （ ） 

 

））テテーー   康康 ーーイインン     

  康  

大   業務 のインシデント 組 に る （ ） 

        業 の ーイン （ ） 

 

））テテーー   のの めめのの キキ   
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 ト ー ン  

大   て の シ ン 

        ト ー ン の （ト ー ン に る 益 の ） 

 

（（ ）） 総総研研×× uuiicckk 日日本本 デディィーーセセンントト・・ワワーークク 88   

の （社会）の に て 日本に の 構 に る

要 る の の に 総研 QUICK 研究所 2020年 9 に E － に

る 研究 会 （  大学長） の 業に

2023年 7 に公 の る  

は 目 て に て る  

 

１１）） １１  労労働働   

  理 の 労働  

  理 の 年  

  ・ の 業  

 

））   のの   

  各 における の人 ・  

  の 年 （ 業 社 ） 

  の 年 （ 業 社 ） 

 

））   働働   

  のテ ワーク て る 業 の ・ りの  

  の育 業の取 取  

  の 業の取 人  

  働 支援 る 度の  

 

））   のの   

  理 める取り組み 

  ンタ に る の  

 

））   人人 本本へへのの   

  理 の一人 り年 総研  

  理 の一人 り研  

  キ キャリア の めの 組み 

 

55 
 

 

））   ダダイイババーーシシテティィ イインンクク ーー ンン  

  （ ）の 業 年  

  社 における の 3年  

  イ リティに る取組み 支援 度 

  の 人就労  

 

））   イイ ーーンンのの働働   

  イ ーンの人権デ ーデリ ン  

  け 業 イ ーン 業 の 取 （ ・ ） 

  リー ン の の めの取り組み 

 

））   労労   

  労働組 の 組 組 の  

  労働 の労働 に る労 ・ の  

  業構 の 事業 に る労 の  

 

  目目 ててののデディィーーセセンントト・・ワワーークク  

2024 年の 会 事 育 の に る 法 の育

業取 の公 務の 大 1000人 の 業 300人 に 大 取 の目 100

人 の 業 公 務 （2025 年 4 施 ） 育て 働 業

る るみ の の の育 業 取 現 の 10 30 に る  

の に ディーセント・ワーク る に て 目 に る

わ る に て る 労働 人 の に り人 る る

の に見 るテク ーの て ディーセント・ワーク 目 て

めて る に労 取り組 要 る  

 

 

    



53

第
2
編
　
各
論
　
第
1
章
　
日
本
に
お
け
る
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
実
現
に
向
け
て
　
逢
見
直
人
（
公
益
財
団
法
人
富
士
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
理
事
長
）

54 
 

 ト ー ン  

大   て の シ ン 
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の （社会）の に て 日本に の 構 に る

要 る の の に 総研 QUICK 研究所 2020年 9 に E － に
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2023年 7 に公 の る  

は 目 て に て る  

 

１１）） １１  労労働働   
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  理 の 年  

  ・ の 業  

 

））   のの   

  各 における の人 ・  

  の 年 （ 業 社 ） 

  の 年 （ 業 社 ） 

 

））   働働   

  のテ ワーク て る 業 の ・ りの  

  の育 業の取 取  

  の 業の取 人  

  働 支援 る 度の  

 

））   のの   

  理 める取り組み 

  ンタ に る の  
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  理 の一人 り年 総研  

  理 の一人 り研  
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））   ダダイイババーーシシテティィ イインンクク ーー ンン  

  （ ）の 業 年  

  社 における の 3年  

  イ リティに る取組み 支援 度 

  の 人就労  

 

））   イイ ーーンンのの働働   

  イ ーンの人権デ ーデリ ン  

  け 業 イ ーン 業 の 取 （ ・ ） 

  リー ン の の めの取り組み 

 

））   労労   

  労働組 の 組 組 の  

  労働 の労働 に る労 ・ の  

  業構 の 事業 に る労 の  

 

  目目 ててののデディィーーセセンントト・・ワワーークク  

2024 年の 会 事 育 の に る 法 の育

業取 の公 務の 大 1000人 の 業 300人 に 大 取 の目 100

人 の 業 公 務 （2025 年 4 施 ） 育て 働 業

る るみ の の の育 業 取 現 の 10 30 に る  

の に ディーセント・ワーク る に て 目 に る

わ る に て る 労働 人 の に り人 る る

の に見 るテク ーの て ディーセント・ワーク 目 て

めて る に労 取り組 要 る  
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第第 22章章  DDXX ににおおけけるるキキャャリリアア のの論論 るる 

                     白石久喜 （株式会社社会人材研究所 取 所長） 

 

キーワー : リ キリン DX キャリア キャリア  

 

１１ ははじじめめにに  

第 次 業 る 業構 の 人 100年 の 人の

キャリア の 業 取り は大 て る 事業 の に

に 業 めて めには 事業 ート リ の 見 人材 ート リ

の構 イ ーシ ン み 人材の ・育 組 の構

人材 要 る 2020年 に 人材 ート 35は て る  

ートにお ては の の 向 て る 業の

支 イ ーシ ン み じ 業 の向 長 支 る

は 人 り 社会 人 本の向 実現 る 要 る 人材の 要

の向 に 業の人 本 ントの り 業 人の に て 社会の

に じて デ ン 目 ー ン へ る

要 る 組 の の おり は のキャリア に

る る る には 組 の にお て の ・

への ティにお て み る への

支 ており キャリア におけるキャリア の て る  

ート は 3 の 5 の 要 組みに て 取り組み

取り組みに ての イント て る の一 る リ キ ・学 直 の 目

は 業 キ のキャリア 見 て学 直 る 業

支援 る 要 る の リ キリン に りキャリア 支援 る

業に て る る  

本 にお ては 現 キャリアの キャリアの における 要 概 る キャリア

年 目 める リ キリン に DX の の り の のキャリ

ア の 向 DX のキャリア における論 の みる の る  

 

キキャャリリアア キキャャリリアア のの現現   

の り ており に DX デ タ リテ シー リ キリン のキー

ワー に るデ タ の は 組 長 る局 にお て 人

 
35 人材 ート は 業  業政策局 業人材 に る 2年 9 の 業

の向 人 本に る研究会 報告書 人材 ート （人材 ート） 4年 5

の 人 本 の実現に向け 会報告書 人材 ート （人材 ート 2.0）

り 本 は わ て人材 ート て る  
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第第 22章章  DDXX ににおおけけるるキキャャリリアア のの論論 るる 

                     白石久喜 （株式会社社会人材研究所 取 所長） 

 

キーワー : リ キリン DX キャリア キャリア  

 

１１ ははじじめめにに  

第 次 業 る 業構 の 人 100年 の 人の

キャリア の 業 取り は大 て る 事業 の に

に 業 めて めには 事業 ート リ の 見 人材 ート リ

の構 イ ーシ ン み 人材の ・育 組 の構

人材 要 る 2020年 に 人材 ート 35は て る  

ートにお ては の の 向 て る 業の

支 イ ーシ ン み じ 業 の向 長 支 る

は 人 り 社会 人 本の向 実現 る 要 る 人材の 要

の向 に 業の人 本 ントの り 業 人の に て 社会の

に じて デ ン 目 ー ン へ る

要 る 組 の の おり は のキャリア に

る る る には 組 の にお て の ・

への ティにお て み る への

支 ており キャリア におけるキャリア の て る  

ート は 3 の 5 の 要 組みに て 取り組み

取り組みに ての イント て る の一 る リ キ ・学 直 の 目

は 業 キ のキャリア 見 て学 直 る 業

支援 る 要 る の リ キリン に りキャリア 支援 る

業に て る る  

本 にお ては 現 キャリアの キャリアの における 要 概 る キャリア

年 目 める リ キリン に DX の の り の のキャリ

ア の 向 DX のキャリア における論 の みる の る  

 

キキャャリリアア キキャャリリアア のの現現   

の り ており に DX デ タ リテ シー リ キリン のキー

ワー に るデ タ の は 組 長 る局 にお て 人

 
35 人材 ート は 業  業政策局 業人材 に る 2年 9 の 業

の向 人 本に る研究会 報告書 人材 ート （人材 ート） 4年 5

の 人 本 の実現に向け 会報告書 人材 ート （人材 ート 2.0）

り 本 は わ て人材 ート て る  
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て 長 て 局 にお て て 大 の る て の

ートに る の は 人材 の 要 デ ・ ・人材 の

の 要 て る 人 本 実 に て めの

の て る ートの DX デ タ リテ シー リ キリン る

業 長に向けて DX デ の構 要 り 人材 は

DX る 要に る は わ の 事の め

は る の デ タ リテ シーの向 目 リ キリン 要 る る

る  

は 働 人に ては大 ダイ の る て

に り デ タ ・ 理 デ タ リテ シー

る めにリ キリン け の る の は 人 組 の 大

に て のキャリア キャリア に大 の る のに る  

現 キャリアの キャリアの にお て 大 て る一 の概 て キ

ャリア る のキャリア 概 は の 1980 年 のア リ

の労働 における け 1990年 に め の る 日本にお て

大学キャリアリ ー の て の 現

は一 概 る ア ア 機 リー ン・シ ク に て 業の

人 に る に キャリア 現実 に め る に り現 の に て

る  

キャリア 日本の労働 に一 る は の労働 の り

る の日本 業にお ては 19 年 度 長の

り 人事 理のシ テ J.ア ン の 36

年 業 組 わ る日本 は の 長 にわ り日本

業 支 シ テ は 日本 シ テ にお ては

キャリアの概 る のは 業の 長に て 人の ・ に

の ーター の のキャリアの実 て る

公務 の てキャリア の キャリアの実 り

ーターの けの る  

イ シ ク て は る のの バ 訪

キャリアは イシャ て る り の 業 て の

る バ 機に キャリア 本 の 理 の

度は 働 人 る る に広 て る

の の の 機 日に るわけ の 度 キャリア の ン

 
36 ー ・ア ン（James Christian Abegglen, 1926年 - 2007年 5 2日）は 日本 業の 法 日

本 て 1958年に 日本の （ダイ ン 社） の の日本の 業の

の 年 業 組 に る  
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て る に じるのは け は  

キャリアの概 大 取り る に のはバ は  

の おり バ の の に 就業 めて は

に に り に り の 人 は 1.4

り バ 本 1988 年 1992 年 1 る 人 の

一 1990 年 1 り株 の ており わ る バ

る の 見る る 1991年 2 に 長

に バ の に る人 る 業は み の

め の 1993年 2004年の には 10度の の わ る て

策 て 1993 年 て る 見 1997 年 の就

は 直 は のの の 財政に 1997 年 のア

ア 機 権 理の 1997年 1998年に けて大 機

次 に め 就 リ ト

る の は 人 の大 に 育 要 は に め

る 現 に り の に 人 て 業 り

に り の めて本人の は け に

る の 現 の の就 人材 るの に の

に る 就 の リーター 労働 社会

の （ リアート）に る の に ン イ

リティ 一 働 のイ シア 会社 人へ バ

労働 の大 の は て る

へ り 日本の労働 にお て 大 ダイ の の一 て

組 人 キャリア 概 働 要 イン セ ト る

理 め る  

キャリア 概 への 日本にお て の キャリア

概 は 現 理 に理 組 人に る めの に の

実 要 り要 て る る  

 

キャリア は る の概 労 に

お ての理 に め  

の るア リ の Career Action Centerの は め る る

の のキャリア構 学 に に取り組 にわ る ト ント

て る の に 機 に るキャリア キャリア デ にお

ては の実 の セ １） 理 る ） 理 る ） の ）

のキャリア ー アクシ ン ン 構 る テ て る  

業 の にお ては 団 2006 年 6 に の 見書 キャリア の 要
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て る に じるのは け は  

キャリアの概 大 取り る に のはバ は  

の おり バ の の に 就業 めて は

に に り に り の 人 は 1.4

り バ 本 1988 年 1992 年 1 る 人 の

一 1990 年 1 り株 の ており わ る バ

る の 見る る 1991年 2 に 長

に バ の に る人 る 業は み の

め の 1993年 2004年の には 10度の の わ る て

策 て 1993 年 て る 見 1997 年 の就

は 直 は のの の 財政に 1997 年 のア

ア 機 権 理の 1997年 1998年に けて大 機

次 に め 就 リ ト

る の は 人 の大 に 育 要 は に め

る 現 に り の に 人 て 業 り

に り の めて本人の は け に

る の 現 の の就 人材 るの に の

に る 就 の リーター 労働 社会

の （ リアート）に る の に ン イ

リティ 一 働 のイ シア 会社 人へ バ

労働 の大 の は て る

へ り 日本の労働 にお て 大 ダイ の の一 て

組 人 キャリア 概 働 要 イン セ ト る

理 め る  

キャリア 概 への 日本にお て の キャリア

概 は 現 理 に理 組 人に る めの に の

実 要 り要 て る る  

 

キャリア は る の概 労 に

お ての理 に め  

の るア リ の Career Action Centerの は め る る

の のキャリア構 学 に に取り組 にわ る ト ント

て る の に 機 に るキャリア キャリア デ にお

ては の実 の セ １） 理 る ） 理 る ） の ）

のキャリア ー アクシ ン ン 構 る テ て る  

業 の にお ては 団 2006 年 6 に の 見書 キャリア の 要

59 
 

支援の り 37の の人事施策 に て 構 ン イ リテ

ィの 目 て 業 のキャリア キャリア への取り組みの

ており キャリア に るキャリア に て キャリア

支援 現 キャリア 現 に る には 業

会社に るの は ・ にキャリア て めて る  

組 の の は 2024 年の の構 組 取り組み （ ）にお て ての労

働 の に 働 の の要 目にお て 人材育 教育 の 実 の

キャリア に る （ 労 ） ・・ ・ キャリア は

る 一 要 る 学 ・学 直 の め 社 度 会社支援の ・ 実

に向け 取組みの （ 労 ・UA ンセン） 現 見 る 総研の研

究 て キャリア キャリア は取り ており 総研 ート

2024 年 3 は て 年 日本 シ テ 大 る の 業

のキャリア 労働 人に 目 キャリア キャリア る

向 り の 業 キャリア る人事 度の め て

る の の 編 て る  

の に 年キャリア のに て ており 業 は 人

に 構 る の の めの支援 業 就業 の

る の る キャリア は の 事の 見

キャリア の目 現 の社会の ー に の

学 キ 向 キャリア る

る （ の 本 の キャリア の る）  

の 現 キャリア の に て デ タ デ タ リテ シー

リ キリン は の に け るの  

 

年年のの DDXX のの   

イ 第 5 に て 1 年 て る 人 イ

ンバ ン 要の る 材 に ア ター の にの て業 の

見 て 業 見 る に 一 ー・ 材 の

人 業 取り は て は 業 にお ては

り 一 に 本 りに る 業

現 めて る に 2024 年 4 る働 法に る わ る

2024 年 に る の の る り一 益 の向 に

める 要 て る  

 
37 年 日 

(社)日本 団 会 2006年 6 20日 見書 キャリア の 要 支援の り  

組 人の の ン https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/044/honbun.html 
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の の 業は 長・ に向けて の りの の 大

目 の は の 大 労働 の向 実現 け 人

にお て める人材の 業務 ーの ・ ー の

のイ ーティ める 要 て る  

の 策の セ にお て 年 に 目 めて るの デ タ

の る の の る 業にお て の に る 向

は けては 38 目の りに には

る めに に向けて の 法 け は の概

向の 要 ており の て 要 て る 現

実は  

業 ート （2018年 9 ）公 5年 り は 業社会

に る の局 デ タ ト ン ー ーシ ン

ており 実 イ の に り ン イン会 リ ートワーク

デ タ ー の 働 への の 度は て て る の

度 の取り組みの実 は 一 て る は  

2021 年に 政法人 報 理 機構（ IPA） 業 DX に

る （ IPA ）に る 日本 業の DXの は DXに取組 る 業の

は 2021年度 の 55.8% 2022年度 は 69.3% の 1年 DXに取組 業の

は て る の は 社 に 社 に DX に取組 る

（26.9 ） 社 に 一 の にお て DXに取組 る （27.3 ） に

DX に取組 る （15.1 ）の り に DX に取り組 る 業 るの

は 26.9 る の 見  

業に てみる 政法人 業 機構 に り 2023年に わ

業の に る にお て に に取り組 る の は 14.6 に

て る に は への取り組みの て IT に わる人材 り

28.1 DX に わる人材 り 27.2 の 24.9 の 3

に て る に て る 業にお ては 人材 に る DX への取り

組みの 大 要 て る る  

IPA にお て 人材に る ており 要 人材 社 に て

る は 18.4% て は 40.0% め 人材 に て

わ る て 人材の の の ており に ては 大 に

て る 49.6% て る 33.6 DX る人材の の は

る  

 
38 VUCA（ ー ） は Volatility（ ） Uncertainty（ 実 ） Complexity（ ） Ambiguity（ ）

4 の の 1990年 のア リ の る

事 て わ め 2010年 には シーン ントの にお て 目 る

る て わ て る  
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の の 業は 長・ に向けて の りの の 大

目 の は の 大 労働 の向 実現 け 人

にお て める人材の 業務 ーの ・ ー の

のイ ーティ める 要 て る  

の 策の セ にお て 年 に 目 めて るの デ タ

の る の の る 業にお て の に る 向

は けては 38 目の りに には

る めに に向けて の 法 け は の概

向の 要 ており の て 要 て る 現

実は  

業 ート （2018年 9 ）公 5年 り は 業社会

に る の局 デ タ ト ン ー ーシ ン

ており 実 イ の に り ン イン会 リ ートワーク

デ タ ー の 働 への の 度は て て る の

度 の取り組みの実 は 一 て る は  

2021 年に 政法人 報 理 機構（ IPA） 業 DX に

る （ IPA ）に る 日本 業の DXの は DXに取組 る 業の

は 2021年度 の 55.8% 2022年度 は 69.3% の 1年 DXに取組 業の

は て る の は 社 に 社 に DX に取組 る

（26.9 ） 社 に 一 の にお て DXに取組 る （27.3 ） に

DX に取組 る （15.1 ）の り に DX に取り組 る 業 るの

は 26.9 る の 見  

業に てみる 政法人 業 機構 に り 2023年に わ

業の に る にお て に に取り組 る の は 14.6 に

て る に は への取り組みの て IT に わる人材 り

28.1 DX に わる人材 り 27.2 の 24.9 の 3

に て る に て る 業にお ては 人材 に る DX への取り

組みの 大 要 て る る  

IPA にお て 人材に る ており 要 人材 社 に て

る は 18.4% て は 40.0% め 人材 に て

わ る て 人材の の の ており に ては 大 に

て る 49.6% て る 33.6 DX る人材の の は

る  

 
38 VUCA（ ー ） は Volatility（ ） Uncertainty（ 実 ） Complexity（ ） Ambiguity（ ）

4 の の 1990年 のア リ の る

事 て わ め 2010年 には シーン ントの にお て 目 る

る て わ て る  
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の に て 大 に て る は 51.7% て る は 34.4% り

に て る  

DX る人材 に には DX に取組 業 要 人材

に る ー は DX の めの人材 策の は人材

の育 ・ る は  

大 り る DX の にお ては に 事の め の

に る DX の に て る の人材（人 構 ）

は の実現は 本 人材の の め て る る は人材の める

要 のみ デ タ にお ては 人材に める働 ・ 事

の め る 人の にお ては の り

る る る の めるのは 人 は

業の （DX ） り 人 るのは に る の に 人 組

は の 向 てキャリア 実現 て け の の

の ダイ におけるキャリア は め る  

 

DDXX にに 要要 人人材材 のの   

の 業 への取り組み 実 て めには る人材の 要に

る は に DX る人材 は の 人材 る に て

業 IPAに り デ タ キ 39 リ ン て る  

DX の る に て 業 は 業の DX

デ タ 人材の育 て 要 る 2022 年 6 に

財政 の 本 2022（ の 2022） の は て DX に

業の のみ ・ ・ ー る DX

て  

の の DX る めには 人材 の は 務 り DX に 要 人材

は の に育 るの の 策 会 にお て 論 デ タ

の人材政策に る 会 （ 業 ） は DX て めの人材は 労働

の は る の人材 リ キリン る 要 る 見 る

に デ タ 人材 目 人に て 学 キ る デ タ の

キ （ キ ・キャリア ） 要 は 論 の

論 け 業 IPAに りDX人材 に ける キ の めて 2022

年 3 DX人材 リテ シーの に 12 には DX 人材 キ  

 
39 デ タ キ （DSS） は DXに て ての ー ン に ける ・ キ

DX リテ シー DX る人材 の （ ー ） キ DX キ

構 4年 12 に 業 政法人 報 理 機構（IPA） 策 ・公  

AIの に て DXに わる ー ンに め る キ て る て見

直 5年 8 に （ver.1.1） 公  
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の め て デ タ キ Ver1.0 て  

デ タ キ Ver1.0 にお て 目 は DX リテ シー DX キ

の イ ーの キ 構 て る る に DX に 要

人材の キ の る の る は大 り

にお て る  

DX リテ シー は ての ー ン に ける ・ キ の

社会人の のリ ト る  み 書  に て デ

タ の（ ーシ ク ） に SDGs への 業 の

の理 向の の の理 に る 大 て る

ー ン（ 業 ）一人 り DXに るリテ シー に ける DX 事

組 の に向けて る に る の る には

る１ の 目（ イン ・ タン ） る 3 の 目（Why,What,How） て る の

DX リテ シー に て 学 る ての ー ン（ 業 ）

DX 事 て に向け る に る DX 実現

る 要 り へ 要 る て る の DX リテ シー は ての

ー ン に ける ・ キ の る の

の イント る  

次に DX キ は DX る人材の人材 の キ  

の  

る 人材は に の の人材 て る の 業 は

DXに る てお 社に の キ 人材 要 の

長 る要 て る DX キ は

DX じて実現 人材 目 の 人材

る は育 る 要に る に る めの る の

る  

  DX キ は 人材 ー 業務 キ 目 学 目 の

6 の イ ー 構 て る  

人材 て 業 組 の DXの にお て 要 る人材 は アーキ

テクト デ イ ー データ イ ンティ ト ト ア ン ア イバーセキ リティの の

る  

次に の人材 業務の に り に に ー て て る

の ー は 1 人の人材 の ー る る に て る

アーキテクト 事業 事業の 度 社 業務の 度 ・ に

る 次 の ー に て 各 ー DX る シ ン

DX の にお て 各 ー の めに実施

る 事・ 業・タ ク 業務 て て る  
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ー の には 人材 に る キ リ ト ており DX る人

材に め る キ 5 の テ リー・12の テ リーの 理 テ リー

は 要 支 る要 法 大 りに 理 の て

る  

組 業にお ては のインデ ク る 社の に じ DX に

要 人材の キ ・ る 人材 の てる

に る 人の は 現 て る 目 に る学 目

の に る の て る の DX キ は （DX ） 人材

の めの キ インデ ク り の の イント 各 業 見 めの

ー る る  

の に DX リテ シー DX キ の る キ 構

て る デ タ キ に て に て の DX リテ シー

はデ タ に 要 業 の ーシ ク キ インデ

ク る て 働 所（ 業 ）に ・ ての 業 デ

タ に わる ての就業 に ける キ の て

人は る に わ に ける 要に り キャリア の にお て

に に ける キ る 理 る る 一 DX キ は

の り各 業の （DX ） 人材 の めの キ インデ ク り 各

業の （DX ） DX キ における各 キ の要 要 る に 長

の る DX の は 要 一 の の 見 の

要 る 要は キ に る組 の DX の る

は に じて キ の に 実 の の る

る 業に て に 要 キ 見 る て 一 人に て の

は に 学 の クト にリ ク る はキャリア 実 て

の に大 要 り に の ー る る は る

要 り る る  

 

リリ キキリリンン のの概概   

DX にお ては DX リテ シー 業 に ける （DX ）に

じ DX キ る 人材 に ける 要 の めの の

概 て 年 目 めて るの リ キリン る  

リ キリン は の み て Reskill に

キ る に る 組 に てはめる は組 リ キ

目 業 に る の  

の概 に リ ント ア キ の る リ ント（教育） は学 直

る の ア キ は現 て る キ 向 る る の リ キ
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は る概 り リ キリン は DX に組 の 事業 人材 会社

の 育てて の る の 理 める 組 実施の

る  

一 業 の にお ては キ に け 業務 業に就

る り 現 の 就業 る デ タ に る

業 事の め 大 に わる 業に めの キ て る

る  

に おり の 業 にお て DX は 要 の て る て DX

る めの人材は に て る みる リ キリン DX

の人材 の リ キリン に てデ タ の

る に の 業 の キ る は DX に り る めの

の る  

一 の 業 リ キリン に て の て る現 る の

て リ キリン に る 業 の じ 業の 長（DX の ）に て

は  

リ キリン の第一人 る一 社団法人 ャ ン・リ キリン ・イ シア  理事 

ー ・リ キリン ・ ィ ー  に る リ キリン の る 40にお

て る り は わ リ キリン への の

る る に の る  

 

１ 就業 に 業 リ キリン て る  

の業務 の 業 の 学 に て る 業は て る 

・ 業 の に 学 は  

リ キリン に て 取 て る 業 への報 は る  

（Noの 業にお ては） の デ タ キ 業 は 1.5  

の る事 見 

・ の キ に ては に見 報 の支 要 る 

社の 事業 に 業 の キ めて る  

（Noの 業にお ては）業務 の ン イン て 人の学 わり 

て  

・（ 見 ）事業 に じ キ け  

に 要 る キ め リ キリン めて る  

（Noの 業にお ては） 業 業務 の に  

て  

・現 お の業務に る キ 学 業 の （日 の業務 の

 
40一 社団法人 ャ ン・リ キリン ・イ シア  理事 り 
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・ 業 の に 学 は  

リ キリン に て 取 て る 業 への報 は る  
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（Noの 業にお ては） 業 業務 の に  

て  

・現 お の業務に る キ 学 業 の （日 の業務 の

 
40一 社団法人 ャ ン・リ キリン ・イ シア  理事 り 
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）に け  

キ 現業務 る は て る  

（Noの 業にお ては） 社 への める 

・ キ の るの は の る  

リ キリン の実施 は の の の人 て る  

人事 じ研 て け に向け 業 に て  

・ の業務における は て人事

る 

 

の に リ キリン は の は の り 組 の

に向けての 業務 めに ・ キ の る  

次 る の は ・ キ 業務

て 現 る に の 向 て る 要 る  

の リ キリン には 業の への 要 の に

（学 ） ー 要 る わ る  

本 におけるキャリア の （ の 事の 見 キャリア の目

現 の社会の ー に の 学

キ 向 キャリア る ）にお て のリ キリン に る

け に 一見 の る キャリア の目

の る て の 事に向けての るリ キリン 人

るの る にキャリア る 目 に の の

（ ー） に 年のキャリア における の わ る

ーキャリア論における にお て の理 て るの 現実

現 の DX におけるリ キリン は 業 構 （DX ）に じ 要

の （ ー） 業 る に大 理 る て の の

の は 人 は 業に る は  

 

DDXX ののキキャャリリアア のの   

めて 理 る に の に 日本

の 働 の の ントの 労働 大

わり キャリア 概 一 理 て 組 に け て

る CAC に る 20 年 り の ーキャリア理論の てキャリア は日

本にお て一 る 現 のキャリア の は ダイ の

て の は 業 デ 事 （ ） 就業

のキャリア にお て に て て の に向けて学 る

る る の は に る の て る
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の DX への要 は に て 働 人に大 めて る めて

る DX は のデ タ の は り デ タ て事業

向 る り の めに 組 働 る る

り DX に の て見 て るの は の

めて る 要 る  

は の の は るの は 業 る 業は

て めに の DX る DX

は 組 働 ・ て の の は 業

る に り の 人の は一 に に る の は

 

DX に の （ ）に て の ては る 本 にお てリ

ン の デ タ キ は DX における （ ）の キ インデ

ク る て の る DX リテ シー に ては 業 の て

に ける DX の めの キ け り の は （ ）

る の 理 は は 業・ 人 に にリ クは

は 一 DX キ は DX の の めの 社の （

人材）の 人材 の てる 支援 る の 業

人材 る は 業 教育 る に る

人の は 現 て る 目 に る学 目 の に る の

て る 人 る は て 実 の 目

に る は は の デ タ キ

DX の めの ・ キ 人 に る は りリ ク

の キャリア る の は  

リ キリン キャリア の にお て リ キリン 広 に学 に

に る一 の の 業の て にお ては一

の の る デ タ キ に DX リテ シー

は ての 業 る るのに DX キ は の

要 要 業の るの の に り キ

る 現 り るの に に け の の の キ

て る は 人には の に る リ キリン は

業の に て の り の 人に てはキャリア る

て る  

 

おおわわりりにに  

る の 業の にお て取り組 て る

DX に 働 人 キャリア 実現 て めには次の
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は の の は るの は 業 る 業は

て めに の DX る DX

は 組 働 ・ て の の は 業

る に り の 人の は一 に に る の は

 

DX に の （ ）に て の ては る 本 にお てリ

ン の デ タ キ は DX における （ ）の キ インデ

ク る て の る DX リテ シー に ては 業 の て

に ける DX の めの キ け り の は （ ）

る の 理 は は 業・ 人 に にリ クは

は 一 DX キ は DX の の めの 社の （

人材）の 人材 の てる 支援 る の 業

人材 る は 業 教育 る に る

人の は 現 て る 目 に る学 目 の に る の

て る 人 る は て 実 の 目

に る は は の デ タ キ

DX の めの ・ キ 人 に る は りリ ク

の キャリア る の は  

リ キリン キャリア の にお て リ キリン 広 に学 に

に る一 の の 業の て にお ては一

の の る デ タ キ に DX リテ シー

は ての 業 る るのに DX キ は の

要 要 業の るの の に り キ

る 現 り るの に に け の の の キ

て る は 人には の に る リ キリン は

業の に て の り の 人に てはキャリア る

て る  

 

おおわわりりにに  

る の 業の にお て取り組 て る

DX に 働 人 キャリア 実現 て めには次の
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て 要 る る  

１ キャリア 支援 る DX の  

・ 学 の キャリア に て の クトの は の の の  

・ のイ シア ・ キ の は 業に る 人に る

のバ ン は の の  

キャリア 支援 るリ キリン の  

・リ キリン の ーは の めるのは 業の り に りリ キリ 

ン の は わる 人は の キャリア における の に 

て け の  

は キャリア 一 に テ タイ の る に の に 論

見 の理 け に の の は 働 人 の キャリ

ア に キャリア は に て る 現実 は

キャリア は の に ては は て研究 け

理 て の て 人 業人人 る めの る

リ ーシ ン て機 け に に は て る に

める のキャリア に の 人 キャリア は の

の の 3 目の論 に リ ーシ ン て る の

労働政策に め て る る 人材 ントに わる キャリアの研究に わる

には に じ キャリア の に 、企業の成長と個人の成長に

与する があり、 に れを けれ ら   
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第第 33章章  業業 にに るる政政 のの りり   

－－  政政 のの理理論論 法法 公公 業業 のの   －－ 

                                          岩田克彦（（一社）ダイバーシティ就労支援機構） 

  

１１ ははじじめめにに  

  業 に て の 要 る 財政 の 本

2024 （2024年 6 21日 ） リ キリン の 要 て る

業 の 要 の 公 業 の教育 に る政

支援への に て 業 に る政 の は の

法 の めて 直 てみ 本 は 業

に る政 の理論 政 の 法 て公 業 施 ・機 の

る に て 次論 る（本 は 日本労働研究 No583 （2009 年 2 ）

に 一 の る） の の る 理論

は お るの て る  

 

業業 にに るる政政 のの理理論論   

業 に る政 の理論 に ては 労働法 学の 論 一

み て 一 には て る 業 ける権

（日本 は 諏訪康雄法政大学名誉教授 キャリア権 て て る） り

る 学 の に 人 への公 要

る理論  － の公 の  － る 政 の 業

に る の り るに り の の 論の 要 る は

業 ける権 諏訪教授の キャリア権に は の テ リーの

る ての 人に る る機会の公 て 政

の る の り 学 の 人 への公 要 る理

論 は の キャリア権 業 ける権 の 支 け り

政 る る の る る て の 人 へ

の公 要 る理論 は の理 は の に る

公 財 セー ティ ト の に け る  

  

１１  本本権権 キキャャリリアア権権にに 業業   －－ ててのの 人人にに るる

るる機機会会のの公公   －－    

第 1に 本権 キャリア権に 業 る 業 の は 学 教育

わ ての 人に る機会 公 に る の る

の の の就業 て る要 取り 日
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本 の就業 の向 る めて大 り 業 の は大  

 

（（１１））  IILLOO EEUUのの取取組組みみ  

 ILO（ 労働機構）は 2004 年に 人 教育 お 学 に る 告

（第 195 ） の 告 は 教育お 業教育の権

る めて る の ーバ の の は の

て めには教育・ 要 各人 学

に け にわ り学 ける 要 ン イア リティ（各人 教育・研 機会

の 事 に り 業 め り る 労働 に

る に る ） める めに 政 は教育 の 業は 業

て け の めには 人 にお 教育・ 度 業

る 度 要 る  

 EU( )は 2000年 12 に 人権 章 （ Charter of Fundamental Rights 

of the European Union” 策 の第 14 にお て 人 教育の権 に 業教

育 ける権 る （”Everyone has the right to education and to have 

access to vocational and continuing training.” 業 の めの 業教育お

の権 本権 て に 41  

  

（（ ））日日本本  －－  キキャャリリアア権権  

 日本にお ては 諏訪康雄法政大学名誉教授 キャリア権 わ 権

労働権 に て 業 の 学 権 の権 に て る

諏訪（2004 40－ ）は 19 は の 業 人 事 る 務は財 の

り 20 は組 の り 組 に に組み 人

る わ は財 の る て 21 は 一 業 の の は

り の 業キャリア 実に ン イア リティ（ の

る わ る の る ） に ける キャリアは財 の る る

策法[現 ・労働施策総 法の ] 業 法の 2001 年 は の キ

ャリア権 大 理論 バ ク ーンの一 り 業 法は 業 の

 
41本 章策 の 1年 の 1999年に て （Beyond Employment） る報告書 め  

会に り ア ン・シ に学 る 労働法の ー 組  

の る は 労働・社会 に る社会 権 の に めて る 一 の は  

業 事の わ 社会 権 り 事の ・ わ  

人に る 目の は 育 ・ ンティア 労働に 権 育 ・  

ンティア 援 る 目の は 業 の 本法 ・ 

わ る 一 の は 労働に の法 の 度に じ の る 

権 る 業 ける権 は 事の わ の 本 社会 権 て け  

て る は 教育・ は 教育 の の に け は  

る の の は 業 の の 施策 わ ・ わ ワー  

ーに る（岩田 2004 43－4）  
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じて に労働 の 業 の る に 施策

る て る のキャリア権は る 本権に の の

る 年 に長 キャリア る の

の 社会 に の 教育 て 業教育 にわ

て の 支援 わ ては  

  

  のの にに るる   －－  業業・・ 人人にに てて ててはは

へへのの   －－  

  第 に 業・ 人に る り への る 学 には 業

に る公 支 の の一 て の る 報の

（教育・ 業 機 の教 の事 は ） 本 の （ には

りの 要 人 の の に り るのは ）

教育 の に ては 実 大 （リ ク ） 長

の 業 人 の の 業への の る（

2006 2-3） の に 年 業労働 労働 に ては

人・ 業に て ては に る42 は 業 人

に る人 に る 向 る に には りの 要

る 人 の人 本 に り るのは て 年

業 の の 人 本 り る は に 論じて る（

2001 137） て 年 業労働 労働 の は公

要 業 一 の要 る  

 

  公公 財財  －－  社社会会のの のの めめのの人人材材のの育育   －－    

 第 に 社会の の めに 要 人材の育 る わ の 業 支 る

業の の り 年人材の育 の め ー への

て る の 業 43 て る デ

は 公 財 44 て る わ の の向

 
42 労働 5年（2023）年度 本 （2024年 6 28日公 ）に る OJT 実

施 事業所 は 社 60.6%（１,000人 は 76.9 30 49人 45.4%） 社

23.2%（1,000人 は 37.9 30 49人 11.5 ） OFF-JT 実施 事業所 は  

社 71.4%（1,000人 は 83.6 30 49人 57.2 ） 社 28.3%（1,000人

は 43.2 30 49人 17.6 ） 労働 業労働 業 実施

わ る  
43 労働 5年（2023）年度 本 （2024年 6 28日公 ）に る 人材育

に て の る 事業所は 79.86% の （ ） ては る人材

て る 57.1 人材 育 て めて 人材 育 る 47.6

 
44社会 に 要 る に て の は 財・ ー 公 財

て る 教育（ 業 ）は に の人 る は め

る （ る の 益に見 て 理 の財・ ー の
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に る の ト 事 の る 益 の社会 益

わ の ( 2001 139) （ け 長

めて） 大 には 公 支援 要 る  

  

  セセーー テティィ トト  －－  社社会会 にに にに るる にに るる 業業   －－  

第 に セー ティ ト ての 業 る セー ティ ト は （

の ） 事 業 人 は 要 に の 支

る社会 度 の 就 の めの 所 の 社会の に長 り

（ 就 の の に に て 社

リーターに て る に日 の 働 労働

の 事 見 の ）に る 本 の は大 要

り 政 の に め る  

学 は 社会 に る に る 業 の公

る （2001 135）は 長 業 の わ る

に る人 に て 業人 ての の る機会 公 に る は

の就業 めて所 の 大 る る OECD 報告書（2005）

の は 学 の労働 に る 教育

る の る 政 の 長 （2007）

て る  

 

業業 へへのの政政 のの 法法  

  て 業 に政 る の 法 の （2001）

は １） 業 の （公 業 機 に る直 教育機 お 業への

） ） 業 への ） 人への 業 の援 ） の ）

支援（ 人・ 報の 業 業 ） ） ー の の

に ての 報の に けて る は に の ） ） る

に 教育 人材の育 に 政 の 度

イン の の り直 のへ て る

に める の に る（ 1） に る の 政 の 事業 り

わ る る  

 

 

 

 
）は り め て 公 財 は （ 2002 6

－7） お は 教育 イシン （ けに る の ） る の リ ト め 政

て 人 に る 財 に て る（ 1999 276－7）  
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11  政政 のの 法法  

政 の 法 事     日本 の  

１ 報  

の  

１－１ ー の ・ に

ての 報  

１－  ・ クティ （ 実

事 ）の 業への  

・ job tag に る

に 業 報 見 る

る Web イト  

2020年 3 に 労働  

・ の  

ン リ ア リン ク 

業 ・

への

度 の  

業  

の 業 度の  

・ 社

・キャリア 度 業

の策 ・ ー 度 （

業 ）の構  

教育

ト の育  

教育 機 ・団 の

育  

・ 業 総 大学 （ 業

大） の の  

・キャリア ン タントの  

・大学 学 NPO への

じ 機 の育  

業 機

労働 の 人

 

－１ 業 機 に る

 

－  キャリア ン ティン （

の 人 の める の

める ） 

・ ーワークに る 業  

キャリア ン ティン  

 

に要 る

の  

－１ 人向けの 援 度 

－  業向けの 援 度 

・所 教育

育  

・キャリア  

人材 支援  

直 機

会の   

－１ 公 業 機  

に る直  

－  教育機 業 への  

  

 

・ ・ ・ 支援機構

業 施

の  

・ 教育 ー 機 の

 

・ 見学  

 

各 に （ 実 支 ） て る る 労働 業

局の における みる は （ 度）の に － （ 業向けの

援 ） て －１（公 業 機 に る直 ） 年は の

報の 教育 人材 （ に キャリア ン タントの ） 人向けの

援 度 教育機 ・ 業 への の支 て る ・ ー

度の構 各 に る の て て る 各 には の る
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・ 教育 ー 機 の

 

・ 見学  

 

各 に （ 実 支 ） て る る 労働 業

局の における みる は （ 度）の に － （ 業向けの

援 ） て －１（公 業 機 に る直 ） 年は の

報の 教育 人材 （ に キャリア ン タントの ） 人向けの

援 度 教育機 ・ 業 への の支 て る ・ ー

度の構 各 に る の て て る 各 には の る
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に の 人向け 業向けの 援 の 法は る45  

 て 日本政 に る の実 は て の に て る は 要

における 政策に る支 の 各 の GDP の る わ

は 公 事業に大 公 事業 政策 は

て 公 業 に る 業 教育 て 大 の

て に る（ は 年 る お ア リ は 年 業

支 策支 大 に て る イ リ は ）  

に り 法 るの には 要 る 日本の 業 に る

公 支 にみて り は る 業 に る政

の り 論 るに ては る 要 る  

  

 
45 OECD 報告書（2005 年） は 人向けの 援 の 法 所 （ イ ー ・タ

ク ） ー の （ は ー る の 日本の 広 の に

る ） 人 （学 目 の 人 り に 政 は 務 の ） バ

ャー（ クー ン） （allowances）の 取る政 の直 人学 （ 人の学 目

けに わ る 政 公益機 の る ） に て

る 業向けの 援 の 法 益 （Profit tax deduction Profit tax は 業 益に

る の 日本 は 法人 る ） （ 業には の

める ） （ 業は 支 る に 支 ） ・

会 の援 政 に に て る（ 書 64 60）  
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  ・・就就業業 策策へへのの公公 支支 のの GGDDPP （（ ））  

（（22002200年年 22002200年年度度））                      （（ ））  

 日本 
 

(年度） 

 

 
(年度） 

イ  

 
（年） 

ン

 
（年） 

ン

ダ 

（年） 

－

デン 

（年） 

デン  

－ク 
(年度） 

１ 公 業  0.07 0.02 0.33 0.25 0.15 0.26 0.38 

教教育育   

（（ 施施 ））  

00..0011  

((00..0011))  

  

  

00..0077  

((00..0055))  

  

00..1199  

((00..1144))  

  

00..2299  

((00..0077))  

  

00..0066  

((00..0033))  

  

00..0066  

((00..0066))  

  

00..3311  

((00..2299))  

 0.65  0.01 0.03 0.02 0.02 0.39 0.12 

の支援 

社会

 

0.01 0.03 0.02 0.09 0.32 0.26 0.98 

直    0.03 0.06 0.01     

業支援   0.01     

業  0.24  0.94 0.88 1.95 1.74 1.17 0.68 

見 への

支援 

    0.01 0.04 0.03   0.02 

  

策策（（11 66のの ））  

00..6688  11..3355  00..2288  00..4499  22..0066  00..7711  11..4411  

10  

策（7 8） 

0.24 0.94 1.30 3.37 1.74 1.28 2.13 

1111 総総   00..9988  22..3311  11..9911  44..1111  33..9955  22..2255  33..9922  

（ 所）OECD“Employment Outlook 2023” は  

（ ） の教育 には の 年 に る見 は 公

団 の支 ー への就労 ー は て に日本

の 業 施 の ・ に る 支 大学・ 業教育

機 への支 は て は 実施 データ の OECD への報告

の る 会 年度は 日本 デン ークは 4 年 3 は 10 年 9 の の 

  は 1 12  

  

公公 業業 機機 のの   

人 の み る人材 の 要 の

は て る にみて 日本の 業 に る公 支 は て （ 2）

政 に る直 の に ては 論 る は 政 の 政

の 法 の に 公 業 機 の に 理 る お は 政

の理論 （2.1 2.4）にお ては に る 公 業 機 の に

の機 の 大 る ており 2.3 第 3の （ 公 財 社会の の

めの人材の育 ） 2.4 第 4 の （セー ティ ト 社会 に に る に

る 業 に ）は に 直 に 実施 る
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の 法 の に 公 業 機 の に 理 る お は 政

の理論 （2.1 2.4）にお ては に る 公 業 機 の に

の機 の 大 る ており 2.3 第 3の （ 公 財 社会の の

めの人材の育 ） 2.4 第 4 の （セー ティ ト 社会 に に る に

る 業 に ）は に 直 に 実施 る

75 
 

て る  

１１  政政 のの 公公 業業 機機   

第１に 本権 キャリア権に ての 人に る る機会の公

に ては 政 の て る 度の 度の

ー の 人向けの の援 人の 取り組み る

り る 要  

第 に 業・ 人に る 年 業労働 労

働 への の に ては の援

る のは 法 に る に のは

公 業 機 に る  

第 に 社会の ・ の めの 公 財 ての は の公 業 機

取り組 に 年 め るデ ア シ テ （ 業に

おける実 教育 機 における 学 の）の る に 要

は り の一 の ー に じ 業 わ

における 労 教育 機 業 NPO の ー に

業 の実施 る わ の 業 支 る 業 の 年 の り人材の育

の る 大 は 施 ・機

業 に 機会の 大

の 業 における 一 度 に る 要 る

の 公 業 機 て デ ア シ テ

機 に 機 実施 の構 要 一 の

要 る 実施 て る の デ る

の ・ の 業 施 実施 デ ・ る に

の施 （ ） る デ 教材 に る る 実

の教育 政法人 ・ ・ 支援機構の

て る  

第 に 社会 に に る に るセー ティ ト ての 公 業

機 取り組 に わ に る ・ 業の ー

就 め は り機 に実施 ては

業 向 て の機会に 所 の 社会の に長

り （ 就 の の に に て

社 リーター 日 働 の 事 見

の ）に る る公 業 の は大 大

の に り に 事業 の のに ては

に る る  
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  のの公公 業業 のの   

第 2 次 大 60 年 て 教育 機 て 政

の 組 は に り る の公 業 施 ・機 の 業

は は デ の る 実施 １の１ の 法

の の 公 教育機 の育 事

業 の ー の 教育 広 組 教育

育 ント ー る わ 業 ャー へ に て

お における の めには に 現

わ に 業 る の

本 育 要 ており に じ取 る には

要 て る は の における の事務 理の

・ け （１） 所 の 社会の に長 り の ・就業実 に

る ( )教育・ ・ 業 機 る 各 度

に る ・ 報（ 業に る じ取 る ） ( ) ンセ

ー ー イ ー ての （ 業 に る ー に ー の

） の 広 ・ る わ 各 の ア ー ン り る 業

ャー て に育 る め て る  

  

おおわわりりにに    

公 業 に る 論 業 に る政 の け

のは わめて （2001） 政 の理論 直 公

業 の の に ては り て 本 は 政 の

け 組み 理に 公 業 施 ・機 の の

る 公 業 施 ・機 の め に て 公 業 の

報 就業 の に 事 は に め

は 務教育 大学 社会人教育 じ 学 教育 業教育 （ 業の 教育

・ 社会人教育 ） 総 に る 要 大 て 46  

 

 

 

 

 
46 本論の に る論 （ 日本労働研究 No583 （2009 年 2 ）に ） の に り 諏訪康雄法

政大学名誉教授 の て 論の は て の

る  
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46 本論の に る論 （ 日本労働研究 No583 （2009 年 2 ）に ） の に り 諏訪康雄法
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（2014） 日本 組みの 構 に向けて－ 組み構 は 人材育 の の
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度－ ・ ・ ・ ・ ・ ・EUに る 労働政策研究・研 機構（2008） 
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業 ・ 政策 政策の 東 大学 会 2001 

公 業 機 の実 の 現 の 政策 2001  
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OECD,“Promoting Adult Learning”,2005 

Supiot, Alain  ”Beyond Employment – Changes in Work and the Future of Labour Law in 

Europe”,Oxford University Press, 2001,p54-55 

  

 

    



76

第
2
編
　
各
論
　
第
3
章
　
職
業
能
力
開
発
に
対
す
る
政
府
関
与
の
あ
り
方

－

政
府
関
与
の
理
論
的
根
拠
、
方
法
と
公
共
職
業
訓
練
の
役
割
　
岩
田
克
彦
（（
一
社
）
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
就
労
支
援
機
構
）



第 3編　キャリア権の広報への取組み

第1章　新労働政策研究会第1回セミナー

第2章　高校生向けキャリア権パンフレットの作成





77

第
3
編
　
各
論
　
キ
ャ
リ
ア
権
の
広
報
へ
の
取
組
み
　
第
1
章
　
新
労
働
政
策
研
究
会
第
1
回
セ
ミ
ナ
ー

78 
 

第第 33編編  キキャャリリアア権権のの広広報報へへのの取取組組みみ 

                                               事務局 

第第 11章章  労労働働政政策策研研究究会会第第 11 セセ ーー  

 

 労働政策研究会 は 日本の労働政策 キャリア権 に に て見直

労働政策への り め 年 めて る て 2022 年度 年

度の 公 セ ー 年 1 る   

 2023 年度には 社会の ダイ シ トは る テー に 2023 年 12 6

日に 社会構 の の の人 本 キャリア め り 労働政策研究

会の諏訪康雄 長の に 研究会の 田久 諏訪

長 3人に る 見 わ  

研究会 長の諏訪康雄法政大学名誉教授は キャリア権の 労働 会会長

労働政策 会会長 労働法学 の る 諏訪教授は 現 の日本は

大 長 人 への 業 事への て る 業は人

に （ 8 の 業は事業 ） 人 学 （

） データに は の の  

デ A（ ） デ B（ ）への （will ） め

（ る は の に り て ）  

ーの 田久 は 日本総 研究所の ト（ 長 理事長 現

研究 ） て 本年 4 は て法政大学 大学 教授 て 労働政策

に政策 て る 田 は 人 人材 に る日本 は 働

・ キ ・ に に けて 要 る ン

て実 にキャリア て る人は の て は 業

ティ キャリア 支 る の 組み る 日本 は る現

る 業の働 け 要 る 各 業 のキャリア 策 の支援 に 各

人 に る 研 ーの 業 に学 社 会の

 

一人の ーの は リク ート ー 社 一 て人材

2014年 4 り 研究機 リ ー センター長 て 人材 働

の 組み り に の政 会・研究会の 務めて る 田 は

日本 は 学 り めには ・ に

て 向 て る 事 ー る 事 の み る 事 見 ける 要

業・ 業 る は  

86 名 大 は 68 名 研 直 のアン ート は セ ーに
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に は 94 キャリア権 要 政策理 81  

 

 

 

 は （一社）ダイバーシティ就労支援機構 HPの の イト  

https://jodes.or.jp/2023/12/27/1300-11/ 
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に は 94 キャリア権 要 政策理 81  

 

 

 

 は （一社）ダイバーシティ就労支援機構 HPの の イト  

https://jodes.or.jp/2023/12/27/1300-11/ 

80 
 

第第 22章章  向向けけキキャャリリアア権権 ンン トトのの   

  

 労働政策研究会は 2023 年度 わ るキャリア権の ン ト

ン ト る お セ ー 本 に 広報 は

2024年度実施 て る  

 は 各 の キャリア 見 て に 大学へ 学 る 就 る

学 る の大学の の学 への 学 就 る ー

事 就 める （ 就 る 大学に 学

お ） 日本 実現 る めには キャリア権の の  

り の ン ト は にわ り に イ の キャリア権

の 要 て る  
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おおわわりりにに  

 

 の 向 は る 大 る に は る て

に 向 る には 大 る

の 団 組 る は に る の の 長 る

の法 （ ） り り 向に に 現 の日本は る  

 の研究会は 働 の 労働 め て に る め り

論 て て る の報告書は 2023 年度における の 報告 取り めに

は に の一 の る  

 研究会 支援 て 公益財団法人労働 リ ー センターお 研究会事務

局 岩田克彦 （一 社団法人ダイバーシティ就労支援機構）に る に

け に 論 て お 人報告

の にお  

 

                                      （ 労働政策研究会 長 諏訪康雄） 
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